
                                   

「杉並区区民等の意見提出手続き」の結果報告書 

 

■政策等の題名      杉並区男女共同参画行動計画 

                ～理解・信頼・支えあいの共同参画社会をめざして～ 

 

 

■政策等の公表日    平成２５年４月１日  

 

 

■意見提出期間     平成２４年１２月１１日～平成２５年１月１０日（３０日間） 

 

 

■意見提出実績 

 

  総数９件（個人９人、団体０件） 

 

 

 

     （（（（ 

 

 

■ お寄せいただいたご意見と区の考え方 

別紙のとおり 

 

 

■ 問合わせ先 

区民生活部管理課 男女共同・犯罪被害者支援係 

電話 ３３１２－２１１１ 内線３７５６ 

・ＦＡＸ  ３件 

・郵送   １件 

・メール  ５件 

注）件数：提出件数（但し、同一主体から複数回に分けて寄せられた意見については 1件とする） 



別紙

1 計画全体

2 基本目標

3
基本構想と
の関連

4
計画策定の
視点

5 目標の設定

6 〃

行動計画（案）では、性に対する不利益を
解消するという肝心な視点がない。女性
（男性）であるがゆえに受ける不利益をど
のように解消していくか、そのための計画
という根拠が希薄である。

男女共同参画は、ただ単に性による不利益を
解消することで実現するものではなく、男女が
対等な立場で互いを認め合い、性別に関係な
く全ての個人が自立した主体として、個性や能
力を十分に発揮できる社会を構築することに
より実現するものと考えます。

目標の設定を、Ⅰ人権が尊重される区
政、Ⅱあらゆる分野で個性と能力を発揮
できる区政運営、Ⅲ支援を要する男女へ
の手厚い施策実現、Ⅳ仕事と生活を人間
らしく営める区政実現、Ⅴ男女共同参画
を実現する杉並区政を推進するための体
制整備、に変更すべきである。

目標の順番については、「あらゆる分野で男
女が個性や能力を発揮できる社会を実現す
る」という、男女共同参画社会の本来的な目
的等を踏まえて設定すべきと考えます。

目標の順番としては、重要度から「Ⅳ人
権が尊重される社会の形成」が最初に来
るべきと考える。

計　画　全　般

男女共同参画行動計画については、誰
が見てもわかりやすく理解しやすい計画
になるよう希望する。

計画の改定にあたっては、３つの重点テーマ
を定め、特に力を入れるべき取組を示すなど
の工夫を行いました。今後は、冊子にする際
に、さらにわかりやすい編集に努めるなど、一
人でも多くの区民に読んでいただけるよう努め
ていきます。

過去の行動計画には基本目標があった
が、今回の行動計画（案）には見当たらな
い。改めて掲げるべきである。

行動計画は、基本構想が掲げる区の将来像
に向けて、男女共同参画の視点からその実現
をめざす計画です。改定にあたり、従前の行
動計画が掲げていた基本目標の理念を継承
することとし、計画名の副題（理解・信頼・支え
あいの共同参画社会をめざして）にも反映さ
せています。

行動計画（案）では、随所に「基本構想の
実現のため」とあるが、これは本末転倒
である。男女共同参画行動計画は、区政
全般、もちろん基本構想であっても、常に
「男女共同参画（ジェンダー）」の視点を貫
くことを求め、それが実践されていること
をチェックすべきである。

基本構想には、「男女共同参画の観点から、
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
に配慮した社会環境づくりを進めます。」とあ
り、行動計画はこの基本構想を踏まえて策定
するものです。

意見の概要と区の考え方

№ 項目 意見の概要 区の考え方
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7 成果指標

8 〃

9 語句の使用

10 性別等格差

11 計画の主体

12 〃

13
課題１

14 〃

15 課題２
「地域活動における参画の場と機会の提
供」は、女性政策として内容がなく、計画
に記載する意味がない。

男女が共に子育て期、中高年期といったあら
ゆるライフステージに応じて、仕事と家庭だけ
でなく地域に関心を持ち、地域活動やボラン
ティアにも参加することは、男女共同参画の理
念にも通じることと考えます。

計画の実行度合いを検証する主体も不
明確である。

区は、「男女共同参画に関する意識と生活実
態調査」を定期的に行い、成果を検証するとと
もに、進捗状況について、「杉並区男女共同
参画推進区民懇談会」からもご意見をいただ
きながら、今後の取組に反映していきます。

目標Ⅰ　あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり

区が主催する審議会においては、委員に
おける男女の割合を規定する（クオー
ター制）などの対策を講じるべきである。
また、「審議会等における女性の積極的
な登用」の中で、担当が「男女共同参画
担当」となっているが、全庁をあげて取り
組む事業ではないか。

各種審議会等への女性委員の割合について
は、「男女共同参画担当」のもとで継続的な実
態調査を行い、男女のバランスの取れた登用
に努めていくとともに、全庁をあげて男女共同
参画の理念を考慮した組織や事業の運営に
取り組みます。

区役所組織における女性職員の登用を
積極的に進めていくとともに、女性管理
職の割合を５０％にするなどの数値目標
を掲げてほしい。

ご指摘のような数値目標設定の前に、女性職
員が役職者として能力を発揮できるような支
援制度等を、より一層充実していくことが重要
と考えます。

行動計画（案）全般における「ＮＰＯ」とい
う言葉の記載について、地域にはＮＰＯ
法人とならず、活動している民間団体も
あるので、ＮＰＯ，ＮＧＯと並列に記してほ
しい。

行動計画の中の「ＮＰＯ」の記載については、
ご指摘の「ＮＧＯ」を含めて、幅広い意味で使
用しています。

日本においては、性別賃金格差、労働条
件格差が問題となっており、この現状が
日本経済にとってもマイナス要因である
ことを意識した書き方もあると考える。

事業者に対する意識啓発事業の中で、雇用に
おける均等な機会と待遇の確保等についても
徹底を図ります。

行動計画（案）における推進主体がはっ
きりしていない。

行動計画の策定・推進主体は区（行政）であ
り、区民・関係団体等とも連携・協力しながら
取組を進めます。

成果指標の数値目標は、登用割合、就
労者数、対象者数などの実数に基づく割
合や数値であるべき。 成果指標については、可能な限り実数値を用

いていますが、一方で、「社会全体が男女平
等になっていると思う人の割合」等、男女共同
参画社会の実現に関する区民の意識や実感
等についても成果指標として採用し、計画の
進捗状況を評価・検証していくことも必要と考
えます。

数値目標の多くが、「～と感じる人の割
合」「～と思う人の割合」など、主観的な
数値であり、現実の社会のしくみを変えて
いく力にならない。現実的な数字に差し
替えるべきである。
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16 課題３

17 課題１

18 〃

19 〃

20 〃

21 〃

22 〃

23 〃

24 課題２

25 課題２

事業者と社会に対する意識啓発について
は、労基法の徹底を踏まえて行っていく
べきである。

事業者に対しては、雇用における均等な機会
と待遇の確保等を念頭に置いた意識啓発事
業を行っていきます。

競争入札のポイント加点にあたっては、
建設工事だけでなく多くの業種への適用
を求める。また、「女性の管理職への積
極的登用」などもポイントの対象にして頂
きたい。

総合評価方式による競争入札については、現
在、建設工事を対象として施工していますが、
対象事業者や加算対象の範囲の拡大につい
ては、これまでの成果等を踏まえ、今後の研
究課題とします。

子育てに対する支援については、量的に
十分な体制をとる必要がある。また、子
育て環境を公的責任で全うすることが重
要である。

子育て施策については、保育所、学童クラブ
の整備拡充をはじめとした各種事業を実施す
ることで、子育て期にある男女が仕事か家庭
かといった二者択一でなく、多様な生き方を選
択できる社会の実現をめざします。

取組②「安心して子育てできる環境整備」
を「男女ともに子育てを行う環境」という記
述に変更すべきである。

取組②の表題は、「女性も男性も安心して子
育てできる環境整備」を意味しています。

介護に関する支援が不十分であり、介護
を行う家族が就労可能な介護支援が必
要である。

介護施策については、認知症高齢者グループ
ホームや特別養護老人ホームの整備をはじ
め、在宅介護を支援するため、介護保険サー
ビスに加え、区独自のサービスを充実させて
いきます。

目標Ⅱでは、ワーク・ライフ・バランスの認
知度を成果指標にしているが、認知度と
いう曖昧な指標ではなく、残業時間の削
減数や有給休暇取得率等客観的な指標
とすべきである。

直近の調査では、区内における仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知度は、４
４．９％となっています。このため、仕事と生活
の調和に関する社会的気運醸成のための意
識啓発の推進にさらに力を入れていくことで、
まずは、その認知度を上げていくことが大切と
考えます。

取組①「就労が可能な環境の整備」、取
組②「安心して子育てができる環境の整
備」について、実現する年度も数値もな
い。設定すべきである。

行動計画は、基本構想や総合計画及び区保
健福祉計画等、関連する行政計画との整合性
を十分に図った上で策定します。実施年度や
事業規模ついては、総合計画や他の個別計
画で示された内容に準拠しています。

女性は、出産・育児・介護などで離職する
ケースが多い。女性が「働く権利の保障と
環境整備」について記載してほしい。

行動計画は、ご指摘にもあるような子育てや
介護、地域活動などが両立できる社会を実現
することを目標とし、その環境整備のため、具
体的な施策を盛り込んでいます。

防災計画の見直しや避難所の運営には
女性の視点が必要である。検討委員の
半数は女性委員としていただきたい。

地域防災計画を検討する防災会議に女性が
参画することはたいへん重要であり、女性の
参画を付帯決議とした改正災害対策基本法
の趣旨を踏まえた対応に努めていきます。
なお、避難所である震災救援所の運営連絡会
委員は、約半数が女性となっています。

目標Ⅱ　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

杉並区は、公的責任によって働く世代の
ワーク・ライフ・バランスを充実させる先進
自治体になることを切望する。

あらゆる男女が仕事と子育てや介護、地域活
動などが両立でき、一人ひとりが自己実現を
図るとともに充実した生活を送ることができる
地域社会の構築をめざして取り組んでいきま
す。
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26 〃

27 目標Ⅲ全般

28
課題１
課題２
課題３

29
課題１

30 〃

31
課題２
課題３

32 課題３

33
課題４

34
課題４

35 〃

就労支援センターの施設及び職員体制
の充実、開館時間の延長、開設日の増
加を求める。

区就労支援センターは昨年12月に開設したば
かりであり、今後の成果等を検証した上で、運
営の改善に努めていきます。

労働相談体制の充実や資格取得・職業
訓練情報の提供を区内各施設等で行え
るように求める。

区就労支援センターでは、就労相談に力を入
れており、必要な情報提供とあわせ、キャリア
カウンセラーによる相談者の実情に応じた就
労準備に向けた支援を行っています。

母子に対する支援に比べ単身女性に対
する支援は薄く、貧困に陥りやすいので、
決め細やかな支援を望む。

区就労支援センターは昨年12月に開始された
ばかりであり、今後の成果等を検証した上で、
事業内容の改善に努めていく考えであり、い
ただいたご意見については、今後の参考とさ
せていただきます。

母子家庭は、より貧困に陥りやすく、その
ための支援が必要である。

生活上の困難に直面しやすい母子家庭にお
いては、子どもの養育をはじめ生活の安定に
向けた支援が必要です。このため民間母子生
活支援施設への入所支援や母子福祉資金等
の貸付とあわせて、就労支援策としては、技
能や資格取得に向けた修学費用の助成等を
行っています。

障害者、高齢者一般でなく、女性にとって
の視点からの分析と対策が欠けている。

男女の別なくさまざまな配慮を必要とする障害
者や高齢者等への支援を行っていくことが重
要と考えます。

高齢者虐待に対する地域包括支援セン
ターやケアマネージャーにDV防止の知識
を持ってもらうことを希望する

地域包括支援センターやケアマネージャーの
虐待対応の研修の中で、虐待の背景にある
DVの把握や対応方法等に関する理解を深め
ることに取り組んでいます。

目標Ⅲ　特別な配慮を必要とする男女への支援

「特別な配慮」という文言は、誰にでも起
こりうる「基本的人権が脅かされている状
態」ですので、もっと適切な表現をお願い
したい。

ご指摘のとおり、目標Ⅲに掲げた「困難な状
態」とは、誰もが置かれる可能性のある状況
であり、表現を修正します。

ひとり親家庭、介護や支援が必要な高齢
者、定職につけない若年層については誰
もが置かれる可能性のある状態であるこ
とから、基本的人権の問題としてとらえて
いただきたい。

基本的人権に十分配慮した上で、関連する福
祉施策や就労支援センターによる相談・職業
紹介等、必要な行政サービスを提供していき
ます。

ひとり親家庭の支援について、母子福祉
資金に関しての柔軟な対応を求める。ま
た、貧困の連鎖が起きないよう子どもた
ちに対する学習支援や女性への家事支
援などを希望する。

ＤＶ被害者に対する母子福祉資金について
は、その実情を考慮し、一定条件により貸付
を行うなどの対応をしています。ひとり親家庭
への支援では、家事育児を支援する「ひとり親
家庭等ホームヘルパーサービス」や就労自立
を支援する「ひとり親自立支援プログラム策定
による就労支援」とともに、母子寡婦福祉団体
連合会への援助も行っています。

病院や高齢者施設等、夜勤が必要な職
場の労働条件の改善を求める。

ご意見については、男女共同参画社会に向け
た事業者に対する意識啓発事業の取組の中
で、参考とさせていただきます。
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36 〃

37
課題１

38 〃

39 〃

40 〃

41 〃

42
課題１

43 〃

配偶者暴力相談支援センターを設置し、
関係機関が連携することで、緊急避難だ
けでない自立までの伴走ができるよう希
望する。

配偶者暴力相談支援センターについては、相
談から適切な支援へと結び付けていくため、
区立男女平等推進センターや福祉事務所等、
庁内の連携を密にし、機能の整備に向けた取
組を進めていきます。

区内在住外国人への対策として、相談事
業における通訳はもちろん、入管法を熟
知し、ＤＶにも対応できる相談者の配置を
希望する。

杉並区交流協会との連携のもと、ボランティア
通訳による外国人相談窓口（外国人サポート
デスク）の運用をはじめとした取組を実施しま
す。

デートＤＶについても是非、目標Ⅳの中に
入るべき。

デートＤＶ（交際相手からの暴力）については、
ここ数年、結婚や同居していなくても起こりうる
ＤＶとして、問題視されてきました。ご指摘を踏
まえ、デートＤＶ対策について追記します。

ＤＶ以外のセクハラ、性犯罪、ストーカー
等がひとくくりにされているが、それぞれ
分けて対策を記載すべきである。

あらゆる暴力の根絶に向けて、区立男女平等
推進センターをはじめ、福祉事務所、子ども家
庭支援センター等との連携のもと、十分な相
談体制の確立と被害者の実情に合った対応
を進めていきます。

「性犯罪」とすると、法に定められた範囲
に限定される。広く意に反した性的暴力と
いう意味で「性暴力」を使用した方が良い
と思われる。

DV以外のセクシャルハラスメントや性犯罪、ス
トーカー等、広く意に反した性的暴力という意
味での表現として、「暴力」を「性暴力」に修正
します。

就労支援の推進については、女性政策と
しての内容がなく、計画に記述する意味
がない。

長期にわたり経済状況が低迷する中、若年層
を中心に男女の別なく継続的な就労支援が必
要であり、福祉事務所と就労支援センターが
連携を図るなど、重層的な支援を行っていき
ます。

目標Ⅳ　人権が尊重される社会の形成

目標Ⅳのタイトル「人権が尊重される社
会の形成」は、「特別な配慮を必要とする
男女への支援」に差し替えて目標Ⅲのタ
イトルにすべきである。また、課題１（暴力
の根絶）と課題２（生涯にわたる心と体の
健康支援）は、別〄の項目として独立さ
せるべきと考える。

女性に対する配偶者等からの暴力は、重大な
人権侵害です。このことからも、目標Ⅳのタイ
トルには、「人権」という用語が必要と考えま
す。また、あらゆる男女が互いの身体的性差
を十分に理解し、それぞれの人権を尊重しつ
つ相手に対する思いやりを持って生活するこ
とは、男女共同参画社会実現の理念にも一致
するものと考え、目標Ⅳの課題としています。

ＤＶには、生活費を渡さない経済的暴力
もある。また、言葉による精神的暴力や
ネグレスト（無視）などは「新たなＤＶ」では
ない。

ご指摘のとおり、言葉による精神的暴力等は
従前から課題とされてきたもであるため、「新
たなDVの形態」を「多様なＤＶの形態」に修正
します。

5



44 〃

45 〃

46 〃

47 〃

48 〃

49 課題２

50 課題１

51 〃
セクシャルマイノリティーの人権について
の記載を追加してほしい。

性的少数者に対する問題など、今日的な課題
を含め男女共同参画に関する普及啓発をより
一層拡充していきます。

ＤＶ被害者は「誰にも相談せず（17ペー
ジ）」を「誰にも相談できず」に、「深刻化さ
せている（同）」を「深刻化してしまう」に変
更してほしい。

ご指摘を踏まえ、「誰にも相談せず」　を「誰に
も相談できず」に修正します。

生活習慣病の増加を課題にする必要は
ない。また、性教育についての項目を記
載すべきである。

生活習慣病への対策をはじめ、生涯わたって
心身ともに健康に暮らすことは、男女共同参
画社会の理念にも一致するものであり、課題
とすることが適当と考えます。
また、性教育については、行動計画には記載
しませんが、人間教育の一環として、学習指
導要領等の各教科等のねらいや内容に基づ
き、子どもの発達段階に即し、学校の教育活
動全体を通じて計画的に行っています。

目標Ⅴ　男女共同参画を推進する社会づくり

区立男女平等推進センター移転と運営体
制の充実を求める。

区立男女平等推進センターについては、施設
の周知を含め、事業等のさらなる活性化を３
つの重点テーマの一つと定め、特に力を入れ
て取り組むこととしています。なお、施設の移
転については考えていません。

ＤＶ対策として、出産準備両親教室にも
「あかちゃんタイム」図書館にも女性と子
どもの人権に触れた本を置いたり出張講
座を開くよう求める。

ＤＶ対策としての啓発活動は、現在、本庁のロ
ビーにおけるパネル展や関連図書の展示等
を実施するとともに、区立男女平等推進セン
ターにおいても啓発講座や関連図書の貸し出
しを行っています。ご意見については、今後の
参考とさせていただきます。

障害者の虐待調査に男女共同参画の視
点を要望する。

区では、障害者施策課に通報等の対応窓口
を設置しました。ご指摘の「障害者の性的虐
待」については、ＤＶ被害、児童虐待や高齢者
虐待等に関わる関係部署と連携し、実態の把
握に努めるとともに、虐待の未然防止を図っ
ていきます。

ＤＶ対策については、「東京都や警察など
との他機関との連絡調整を密にしていき
ます。（13ページ）」の中に、民間支援団
体を入れてほしい。

連携先として、「民間支援団体」を追記します。

「女性に対する暴力」問題対策連絡会議
に病院・産院・民間団体を加えてほしい。

連絡会議については、今後も区内関係団体の
連携を密にしていく必要があり、ご意見につい
ては、そうした取組の中で参考とさせていただ
きます。
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52 課題３

53 〃

54
関係条例の
制定等

55
意見提出手
続きの実施
時期

56
計画検証の
調査

57
センターの
体制

男女共同参画を進めていく区の体制につ
いては、専任課長、選任係長を配置する
とともに、男女平等推進センターにも区職
員を常駐させるべきである。

ご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

そ　の　他

東京都内の多くの自治体では、「男女共
同参画推進条例」を制定しており、杉並
区においての同趣旨の条例の制定を望
む。あわせて、現在の男女共同参画推進
区民懇談会」を前進させた「（仮称）男女
共同参画審議会」の設置を求める。

  区では、「男女共同参画都市宣言」により男
女共同参画に関する区の姿勢を明確にすると
ともに、区立男女平等推進センターの開設、
区や関係団体による啓発講座や学習会の開
催、相談員による相談事業の実施など、男女
共同参画社会の実現に向けて幅広い活動を
進めてきました。今後も、宣言の主旨を踏ま
え、新たに策定する行動計画に基づき、男女
共同参画社会の実現に向けた取組を着実に
推進していくことが重要と考えています。な
お、関連する条例や審議会の設置について
は、将来の課題と考えます。

意見提出手続きの時期については、区民
にとっても最も忙しい年末年始は避ける
べきであったと考える。

  意見提出手続きの実施時期については、今
後の行動計画改定の際には十分に留意のう
え対応していきます。

改定にあたり行われた「男女共同参画に
関する意識と生活実態調査」について
は、公平・公正に区民の実態を反映でき
るような工夫が必要である。

ご指摘の調査については、行動計画の成果を
検証する手段として今後も定期的に行う予定
ですが、実施にあたっては、調査対象者の選
定に留意するとともに、「杉並区男女共同参画
推進区民懇談会」の意見も聞いた上で進めて
いくなど、調査内容における客観性の確保に
努めていきます。

区役所が率先してワーク・ライフ・バラン
ス実現のモデルになり、杉並の名を高め
てもらいたい。

区では、女性職員の登用を含め、全ての部署
において、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）をはじめとする男女共同参画の理念
を考慮した組織や事業の運営に取り組んでい
きます。

区役所において、男性が育児休暇を容易
に取れる環境整備を求める。

区では、育児休暇制度の積極的なＰＲ等を含
め、男性職員が育児休暇取得を促す環境整
備に引き続き努めていきます。

7
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杉並区男女共同参画都市宣言

人は歴史を創り 人は未来を創る

男女が 性別を超え 世代を超え

互いに個性や能力を尊重し

さまざまな分野に参画し

心豊かな 明日の世代へ夢をつなげ

平等と平和の輪を広げるため

杉並区は

ここに ｢男女共同参画都市｣ を宣言します

平成 9 年 1 2月 1 日
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第 1章 計画の基本的考え方



1 計画改定の趣旨

○ ｢支えあい共につくる 安全で活力あるみどりの住宅都市 杉並｣ を 10 年

後の杉並区の将来像に掲げた、 新たな基本構想が平成 24年 3月に策定され

ました。 ｢支えあい共につくる｣ は基本構想の理念のひとつでもあり、 これ

を踏まえて、区と区民とが共に、地域のさまざまな課題について連携して取

り組み、 地域の力を高めていくことが重要になっています。
○さらに、少子高齢化が進展していく中で、誰もが健やかに豊かに暮らせる地

域壗性斜をつや隼リモ当主やため、男女-の募寧や国籍畠年齢を超夷 7 学ぶこて二の区民

がお互いを尊重し合い、地域の一員としての意識を高めながら、力を合わせ

て活動していくことが必要です。
○このような視点から、基本構想が掲げる将来像を実現するためには、男女が

対等な立場で互いを認め合い、女性も男性も全ての個人が ｢支えあい共につ

くる｣ 自立した主体として、喜びも責任も分かち合い、その個性や能力を十

分に発揮できる男女共同参画社会の実現が欠かせません。
○一方、長期にわたる経済状況の低迷、及び非正規雇用の増加などの雇用 ･就

業構造の変化をはじめ、世帯当たりの人数の減少、地域社会とのつながりの

希薄化等により、ひとり親家庭、単身高齢者、若年層を中心･にさまざまな困

難な状況に置かれている男女が増加しており、 その自立を支援することは、
男女共同参画社会の理念にも通じる重要な課題となっています。

○加えて、東日本大震災の経験を踏まえた災害に強く安全 ･安心に暮らせるま

ちづくりにおいても、 地域防災計画の内容や防災対策のあり方等について、
男女共同参画の視点からの充実 ･強化が不可欠といえます。

0 区においては、 長年の取組により男女共同参画は一定前進してきましたが、
今なお、積極的に取り組むべき課題やこれら社会状況の変化等により生じた

新たな課題への対応がさらに求められています。そこで、あらゆる男女が個

性や能力を発揮できる参画の場と機会が確保され、生きがいのある充実した

生活を送れ、 心豊かで活力ある地域社会を実現するため、 ｢男女共同参画社

会をめざす杉並区行動計画｣ を改定することとします。
○改定にあたっては、これまでの男女共同参画の取組を踏まえるとともに、基

本構想の策定を機に施策をなお一層推進していくため、名称も ｢杉並区男女

共同参画行動計画 ~ 理解 ･信頼 ･支えあいの共同参画社会をめざして~ ｣
(以下 ｢行動計画｣ という。) と改めて策定するものです。



2 計画の性格･位置付け

○この計画は、 男女共同参画社会の実現をめざすため、 区の基本的

考え方や目標を示すとともに、 関連する施策 ･事業を体系化したものです。
○基本構想に掲げる lo年後の杉並区の将来像 r支えあい共につくる 安全で

活力あるみどりの住宅都市 杉並｣に向けて、男女共同参画の視点からその

実現をめざす計画であるとともに、杉並区総合計画を上位計画とする計画と

して位置付けます。あわせて、その他の区の各分野における計画との整合性

を図り、 策定した計画です。･ ｣ ロ o i

0男女-共鞭賜独醉甕会基本法第奉銅条第‐塑真に定[ぬる止南町肴男女共印副参画詳画- -

に該当するものです。
-

○この計画の目標的は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

に該当するものです。
○この計画の目標的は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律 (以下 ｢配偶者暴力防止法｣ という。) 第 2条の 3第 3項に定める ｢市町

村基本計画｣ として位置付けます。

3 計画期間
○平成 25年度 (2013年度) から平成 29年度 (2017年度) までの 5年間とし

ます。ただし、杉並区総合計画の改定と合わせ、必要な見直しを行うものと

します。

4 計画の推進

○行動計画には、 保健福祉、 産業振興、 まちづくり、 教育等、 幅広い分野の

施策が盛り込まれているため、 総合調整を行う推進体制が必要です。 この

ため、 区では庁内推進組織である ｢男女共同参画推進会議｣ の,もと、 必要

な調整を図りながら、 男女共同参画に関する総合的な施策を推進していき
ます。

○また、成果指標等の数値目標を踏まえ、事務事業の進捗状況調査を毎年度実

施し公表するとともに、 その成果等を評価 ･検証するため、 ｢男女共同参画

に関する意識と生活実態調査｣などを定期的に行い、今後の取組等の改善に

つなげていきます。
○なお、評価 ･検証にあたっては、学識経験者、公募区民、地域団体等代表で

構成する ｢杉並区男女共同参画推進区民懇談会｣の意見を十分に踏まえて行

います。



5 男女共同参画をめぐる国や都の動き

(1 ) 国の動き

○国においては、 平成 11 年 6 月に男女共同参画社会基本法 (以下
｢基本法J という。) が制定され、男女共同参画社会に向けた基本理念

が明確になるとともに、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別に関わりなく個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現が、21世紀の最重要課題として位置付けられまし

. 子、ゲ。

○基本法に基づき、 平成 12年度には ｢第 l次男女共同参画基本計画｣ が

策定され、 各施策の基本的方向性や内容が示されました。
○平成 17年に策定された ｢第 2次計画｣ では、政策や方針決定過程への

女性の参画の拡大などの重点分野が示されるなど、その内容は、平成 18

年の男女雇用機会均等法の改正 (性別による就業等の差別禁止) や配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正 (配偶者暴力

の定義の拡大、保護命令制度の拡充等)などに影響を与えたといえます。
○平成 22 年 12月には、 現行基本計画である ｢第 3次計画｣ が策定され

ました。 この計画においては、少子高齢化の進展と人口減少社会の本格

的な到来に加え、長期化する経済の低迷や社会における閉塞感の高まり、
さらには非正規労働者の増加と貧困 ･格差の拡大等をこの間の社会情勢

の変化と捉え、改めて強調している視点として、①女性の活躍による経

済社会の活性化、②男性、子どもにとっての男女共同参画、 ③様々な困

難な状況に置かれている人々への対応、④女性に対するあらゆる暴力の

根絶、⑤地域における身近な男女共同参画の推進をあげ、都道府県や市

町村と一体となって取り組んでいくとしています。
○また、 平成 13年 4月に配偶者暴力防止法が制定され、配偶者の暴力や

被害者保護に係る国や地方自治体の責務が明記されました。その後、平

成 16 年、 平成 19 年に同法は一部改正されました。 平成 19 年の改正配

偶者暴力防止法では、 D V 被害者の保護命令制度を拡充するとともに、
区市町村における基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センター機能

整備が努力義務とされました。

(2 ) 都の動き

○東京都では、 全ての都民が、 性別に関わりなく個人として尊重され、男

女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平

に
U



等参画社会の実現をめざして、 東京都男女平等参画基本条例 (平成 12

年 3 月) を制定しました。 これを機に、 ｢男女平等参画のための東京都

行動計画｣ を策定し、都と男女平等参画を進める各種団体との連携 ･協

力による事業を中心に取組を推進しています。
○東京が今後も活力ある都市として発展をするためには、なお一層の男女

平等参画施策を推進する必要があるとし、 平成 24 年 3月に都の行動計

画を改定しました。
○改定計画の体系としては、①あらゆる分野への参画の促進、②仕事と家

庭 ･地域生活の調和がとれた生活の実現、⑧特別な配慮を必要とする男

女込の実授爵｣④功人輻輳が尊重÷される峯聖会の形成片超⑤冗男‐女理等参画を推進掌
る社会づくりを柱としています。

○平成 18 年 3月に ｢東京都配偶者暴力対策基本計画｣ を策定し、 平成 21

年度、 平成 24 年度と改定を重ね、 暴力のない社会の実現に取り組んで

います。

6 区における男女共同参画の現状

(1 ) ｢男女共同参画に関する意識と生活実態調査｣ の実施

○行動計画の改定にあたっては、区における男女共同参画の現状をできる限

り具体的に把握し、 課題を明らかにする必要があります。
○このため、 区では平成 23 年度に、 区内在住の満 20 歳以上の男女 4,000名

を対象として ｢男女共同参画に関する意識と生活実態調査｣ (以下 ｢実態

調査｣ という。) を実施しました。

(2 ) 主な調査項目及び結果

①家庭内における男女共同参画に関する現状

○共働き世帯を中心に、 家事、 育児、介護は依然として女性に多くの負

担がかかっているといえます。 この傾向は、 休日においても同様で、
家事、 育児、介護にかける時間については、 女性の方が男性に比べて

長い結果となっています。
②職場等における男女共同参画に関する現状

○厳しい経済状況から、女性の就労意向が高まっているものの、賃金や

昇進 ･昇給、配置等の面で女性が働きにくい状況が十分に改善されて

いません。
○女性が長く働き続けることへの支障についても、保育所の不足や家族
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の介護 ･看護を理由にあげる声が多くあります。
○男女を問わず多くの人が、仕事も家庭生活も共に大切にしたいと考え、

仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) を望んでいるにもか

かわらず、実態としては、 男性は仕事を女性は家庭を優先せざるを得

ないのが現状です。
③ ドメスティック ･バイオレンスの実態

○ ドメスティック ･バイオレンス (以下 ｢D V ｣ という。) の被害者は、
誰にも相談せず、 問題が深刻化しているケースも多くなっています。

○D V 相談を行っている区立男女平等推進センターに関しては、認知度、
利用率しと聟朝賀課題勲ミ‐あ‐り÷き-らな-る周づ贓導叫ば-迄霰鶉湿が必要捲き享。

④男女平等意識に関する現状
○家庭や職場における男女平等意識については、 前回実態調査 (平成 17

年度実施) と比較して若干の改善が見られるものの、 未だに ｢男性が

優遇されている｣ ｢どちらかというとそうである｣との回答が多くあり、
特に職場においては半数を大きく超えています。

7 これまでの取組状況と課題

○ ｢男女共同参画社会をめざす杉並区行動計画｣ については、平成 7年度には

じめて策定され、 この間、 4 度にわたる改定を経て、 現行動計画 (平成 2 0

年度改定) に至っています。
○この間、平成 9年度には ｢杉並区男女共同参画都市宣言｣ を行い、区の姿勢

を明確にするとともに、区立男女平等推進センターの開設、区や関係団体に

よる啓発講座や学習会の開催、相談員による相談事業の実施など、男女共同

参画社会の実現に向けて幅広い活動を続けてきました。
○このような経過を踏まえ、平成 20年度に策定された現行動計画については、

計画期間を平成 21 年度から 22 年度の 2 カ年、 基本目標を ｢理解 ･信頼 ･

支えあいの共同参画社会をつくる｣とし、基本目標のもとに 3つの具体的な

目標を掲げて計画の推進に取り組んできました。これまでの取組状況と今後

の課題については、 以下のとおりです。

目標 I 仕事と生活を両立させる ｢ワーク ･ライフ ･バランス｣ の仕組みづく

り

(1 ) これまでの主な取組と現状

0 区では就労意識の多様化、 経済状況の低迷により女性の就労機会が一段
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と増加していることを踏まえ、 保育所等の増設や高齢者施設の環境整備

などに力を入れてきました。
○しかし、 実態調査で ｢仕事と生活の調和のとれた環境をつくるために区に

望むことは｣との問いに対して、｢誰もが安心して働くことができるようIこ、
保育園 ･高齢者施設などの環境を整えること｣ と回答した人が 65.3% とな

っており、 多くの区民がさらなる環境整備を望んでいます。
○さらみこ、共働き世帯を中心に家事･育児の責任は女性に大きく偏っており、

女性が働きにくい状況が十分に解消されていません。
○また、 男性も女性も多くの人が、 仕事と家庭だけでなく、 趣味や余暇、 地

どおりの生き方ができず、 そのような活動に取り組む以前に、 仕事と家庭

の二者択一を迫られる生活をせざるを得ない現状にあります。

(2 ) 今後の課題

○誰もが社会の中で自分らしい生き方を選択でき、 その生活の状況や希望に

応じて、 仕事と仕事以外の生活を無理なく両立できる働きやすい環境を整

備していくとともに、 個人の努力のみならず、 企業 ･事業主の理解と協力

を得て、 社会全体で仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) をさ

らに進めていく必要があります。

目標□ 世代や立場を越えて共生できる地域づくり

(1 ) これまでの主な取組と現状

○乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層の方が、いきいきと暮らしていくこと

ができるよう、 それぞれのニーズに応じた支援を行う“まか、 ゆうゆう館と

保育園や児童館との交流事業など、異世代間の理解を深める取組も推進し

てきました。
0 介護を必要とする高齢者も、元気な高齢者も、尊厳をもって自分らしく暮

らせるようにするため、安心して相談できる仕組みづくり、生活を支援す

るサービスの提供、高齢者施設の整備のほか、地域活動や社会参加を支援

するための長寿応援ポイント事業などを実施しています。
○また、子育て中の家庭に対しては、区独自事業である ｢子育て応援券事業｣

をはじめ、 さまざまな子育て支援のサービスを実施してきました。 ｢子育

て応援券事業｣をきっかけに子育て支援事業を立ち上げた地域の団体やグ

ループも増加しました。さらに、学校支援本部を区立小中学校全校に配置

するなど、 地域が学校を支える仕組みづくりも進みました。
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(2 ) 今後の課題

0 誰もが住み慣れた地域の中で自立した生活を送るためには、 さまざまな立

場の男女がその個性と能力を発揮できる地域社会の実現が重要です。 この

ため、 世代や状況に応じた地域での活動の場の提供や、 企業 ･事業主、 N

P O 等の協力を得ながら、 互いに支えあっていく仕組みづくりを推進して

いくことが必要です。

目標m D V (配偶者等からの暴力) のない安全 ･安心な社会づくり

(1 ) これまでの主な取組と現状

0 区では関係機関との連携のもと、 緊急一時保護を実施しています。 あわ

せて、 被害者の自立支援には、 個々の被害者の実情に合わせた支援も行

っています。
○区役所ロビーや地域区民センターを利用したパネル展等を通じ、 言葉に

よる精神的暴力やネグレクト (無視) など、 多様なD V の形態等につい

て啓発事業を行うとともに、 D V カードを作成し、 区立男女平等推進セ

ンターをはじめ、 各種相談機関の P R にも努めてきました。
○しかし、 実態調査では、 D V に対する認識として、 身体的な暴力に対する

認知度は高いものの、 精神的な暴力やネグレクト等に対する認知度は低い

状況にあります。本人がD V と意識していなかったり、 ｢自分ががまんすれ

ば｣ ｢怒らせた自分が悪いから｣ などと自分を責め、他者に相談しないうち

に、 問題が深刻化するなどの恐れがあります。
○調査対象者のうちD V 被害の経験者は L4% でしたが、 潜在的被害者はさら

に多い可能性があります。 また、 被害を受けた経験者の中でも、 相談しな

かった人の割合は 58.5 % と過半数を超えています。

(2 ) 今後の課題

○身体的な暴力に対する認知度は高いものの、 精神的な暴力等に対しての認

知度は低いなど、 D V に対する区民の理解は、 まだ十分とはいえません。
区立男女平等推進センター等の公的な相談機関の周知にもさらに力を入れ

ていく必要があります。 また、 相談しやすい場や被害者の実情に応じたき

め細かな情報の提供に努めるとともに、 具体的な支援が必要な場合には、
区関係部署 (区立男女平等推進センター、福祉事務所、 子ども家庭支援セ

ンター等) の連携をより一層深め、 迅速に対応していくことが何よりも重

要です。
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第 2章 計画の重点テーマと目標



1 3つの重点テーマ

○本行動計画は、 従前の行動計画が掲げていた基本目標の理念を継承しつつ、
区における男女共同参画の現状やこれまでの取組状況等を踏まえたうえで、
特に力を入れるべき 3 つの重点テーマと 5 つの目標を定め、男女共同参画社

会の実現をめざします。
○また、 各目標のもとの取組を構成する事業の中で、 3 つの重点テーマに深

く関わる 3 8 の事業を重点事業として位置付け、 取り組んでいくこととし

ます。

【重点テーマ11 男女共同参画の推進による支えあい共につくる地域社会の実現

○地域社会において仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) が図られ、
男女が共に責任と役割を分担し合いながら、 地域活動への参画など、 多様な

生き方を選択できる柔軟な社会の仕組みを構築していきます。
○東日本大震災の経験を踏まえて、 男女共同参画の視点から、 地域防災力を強

化し、 誰もが安全 ･安心に暮らせる地域社会づくりを進めます。

【重点テーマ 21 困難な状況に置かれた人々にとっての男女共同参画の推進

○ひとり親家庭、 介護や支援が必要な高齢者、 定職に就けない若年層等を中心

にさまざまな困難な状況に置かれている男女が増加しています。 このような

さまざまな支援を必要とする男女への取り組みを行い、 一人ひとりが尊厳を

持ち自立した個人として、 個性と能力を十分に発揮できるような男女共同参

画社会を実現していきます。

【重点テーマ 31 区立男女平等推進センターのさらなる活性化

○区立男女平等推進センターについては、男女共同参画社会実現のための活動

拠点として、 関係団体等の創意工夫を活かしながら魅力ある事業を展開する

など、 施設のさらなる充実 ･活性化と周知P R に努めていきます。
O D V をはじめとする相談事業については、 福祉事務所、 子ども家庭支援セン

ター等との連携を強め、 被害者の立場に立ったきめ細やかな対応が迅速に行

えるよう庁内体制の整備を行うとともに、 東京都や警察、 民間支援団体など

他機関等との連絡調整を密にしていきます。
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2 5つの目標

目標 I あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり

(1 ) 目標設定の背景

○男女が共に個性と能力を発揮できる参画の場と機会が確保され、 生きがい

のある充実した生活の実現は、男女共同参画社会に欠かせません。
○基本構想では、 ｢参加と協働の地域社会づくり｣ のひとつとして、男女が共

に地域への関心を高め、 N P 0、 地域団体等の活動を通じて、 身近な地域

の課題を粥墓域長生るみ二で連携七一千敗-り系曲げ地域社会づ‐←現三参画宇-ること鱒弍

重要であるという考え方が示されています。
○さまざまな分野で男女を問わず、多様な個性や価値観を持つ人材を生かすこ

とは、 政治、 行政、 経済、 文化及び地域振興などの発展にもつながります。
○甚大な被害をもたらした東日本大震災においても、男女が共に協力して取り

組んでいくことが地域における防災力の向上に結びつき、大変重要であるこ

とが再認識されました。

(2 ) 取組の方向性

○行政や地域活動 ･防災などの分野において、企画、方針 ･意思決定段階から

の女性の参画を促進します。
○地域社会で各年代における男女が共に活躍する場や機会を提供できるよう、

区民や N P 0、 地域団体等と連携を図りながら、 地域でのネットワークづく

りをさらに進めていきます。
○東日本大震災での教訓を踏まえ、男女共同参画の視点を取り入れて地域防災

力の向上を図り、誰もが安全 ･安心に暮らせる地域社会づくりに取り組みま

す。

成果指標 I

目標 I あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり
e 社会全体が男女平等になっていると思う人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調査)

14.4 % (23 年度)診 3 0.0 % (29 年度)



目標肛 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の実現

(1 ) 目標設定の背景

○仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) とは、 個人が生活の状況や

希望に応じたそれぞれの意思により、仕事と仕事以外の活動(子育て、介護、
余暇、 地域活動等) との調和を図ることです。

○基本構想においても ｢男女共同参画の観点から、仕事と生活の調和 (ワーク ･

ライフ ･バランス) に配慮した社会環境づくりを進める｣ としており、 男女

共同参画を促進するうえで、 重要なものです。
e経済の多事ニバブレ化中層鼎鸚拶忌の変化箕等群進展子分三芳÷少-子高齢f耆-核朶家
族化の進行や人々の価値観の多様化により、家庭を取り巻く環境も大きく変

化しています。
○実態調査では、 ｢家事 ･育児は依然として女性に多くの負担がかかっている｣

｢女性の就労意欲は高まっているものの、女性が働きにくい状況が依然とし

て解消されていない｣ ｢男性にとっても、 仕事と家庭を両立させたいと考え

てはいるが、仕事を優先せざるを得ない｣などの厳しい現状が明らかになっ
ています。

(2 ) 取組の方向性

○男女がともに自分らしい生き方を選択でき、 あらゆる年代において仕事と

子育てや介護、 地域活動などが両立できる社会を実現することは、 個人の

生活を豊かにするだけでなく、 地域社会の活力も生み出します。
○子育て支援や高齢者施策等、 現役世代にとって仕事と生活の調和 (ワーク ･

ライフ ･バランス) が実現できるような環境整備を、 今後も継続して行って
いきます。

○固定的役割分担の考え方は人々の潜在意識の中に根強く残っており、 性別に

関わりなく個･性と能力を発揮できるよう、 意識啓発を進めていきます。

成果指標肛

目標I 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の実現

e 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の認知度

(男女共同参画に関する意識と生活実態調査)

44.9 % (23 年度)珍 60.0 % (29 年度)
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目標m 生活上の困難を有する男女への支援

(1 ) 目標設定の背景

○ひとり親家庭、介護が必要な高齢者、定職に就けない若年層といった人々の

中で、経済的自立が困難であったり、雇用機会が不足していたり、さ けこは

地域社会とのつながりが希薄になるなど、困難な状況に直面する男女が増加

しています。
○特に女性は、出産 ･育児による就業の中断や非正規雇用が多いこと等を背景

として、 貧困など生活上の困難に陥りやすいといえます。
e酬ム今発完で困難なぬ状況具朝洛るき徊大の寿、牛なわち干自暑蕩十薄幸芋等問題を解

決することは大変難しく、特に若年層にとっては、世代を超えた｢負の連鎖｣

に陥る可能性があります。

(2 ) 取組の方向性

○生活上の困難を有する男女が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、子

ども家庭支援センターや福祉事務所等において、専門知識を持った職員によ

る相談支援を充実させていくとともに、杉並区就労支援センターによる就労

相談や職業紹介を行っていきます。
○このような行政によるセーフティーネットの構築に加えて、個人の実情に応

じたきめ細かな支援を継続的に行っていくためには、区民 ･事業者や地域社

会における取組も重要です。
○状況に応じて重層的な支援を行い、個人の自立を促すことで、その個性と能

力を十分に発揮できるような男女共同参画社会を実現していきます。

成果指標m

目標m 生活上の困難を有する男女への支援

◎生きがいを感じている人の割合(一般区民対象)

(区民意向調査)

80.6 % (23 年度)ニ 82.0 % (29 年度)
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目標N 人権が尊重される社会の形成

(1 ) 目標設定の背景

O D V (配偶者や交際相手等からの暴力) は、家庭内や親しい者同士の間で起

ることから、問題が潜在化しやすく、周囲に気付かれないうちに被害が重篤

になる場合が多く見受けられます。さらに、 D V 被害者は、誰にも相談でき

ず一人で悩んでいるケースも散見され、 問題を深刻化させています。
e また÷宅-夕▲シコーチラサ･ヂ、ラースラメュレ今や性務甥蔭弓スート兆芳ヂこく等の暴力召曇為紐対

しても、警察等と連携し、根絶に向けた取組を行うことが必要です。 どのよ

うなさ細なことでも気軽に相談できる体制の充実を図るなど、被害者の立場

に立った支援を行う必要があります。
○一方、心身の健康の面では、 女性は妊娠 ･出産や女性特有の疾病等、生涯に

おいて男性と異なるさまざまな健康上の問題に直面するなど、男女の解剖学

的 ･生理的な違いに起因する′性差が存在します。男女が互いの心身の性差を

十分に理解し、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って、生涯に

わたって健康に暮らすことのできる社会を実現することが求められます。

(2 ) 取組の方向性

○あらゆる暴力の根絶をめざし、区立男女平等推進センターや福祉事務所等の

相談機関のさらなる周知に努めるとともに、措置が必要な場合には、福祉事

務所、子ども家庭支援センター等との連携を深めることで、個々の被害者の

状況と意思に応じた保護や自立支援の制度を拡充していきます。
○心身の健康についての正確な知識と情報の提供とあわせて、年代や生活環境

に応じた健康診断や健康支援等の取組を進めていきます。

成果指標W

目標肘 人権が尊重される社会の形成
IO D V 被害経験者の中で誰にも相談しなかった人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調査)

58.5 % (23 年度)= 0.0 % (29 年度)



目標V 男女共同参画を推進する社会づくり

(1 ) 目標設定の背景

○実態調査では、 家庭や職場における男女平等意識について、『男性が優遇さ

れている｣ ｢どちらかというとそうである｣ との回答が多くありました。 こ

のことは、家庭における男女の役割分担の固定化や職場での昇給 ･昇格、配

置等、 男女の処遇の違いが背景にあるといえます。
e 田安共同参画社会の土台を支‐そるのは可男-女の犬権の尊重時男-女-平等甚関守
る個人の意識であり、社会のあらゆる場面で男女共同参画の理解を促してい

くことが重要です。

(2 ) 取組の方向性

○家庭、地域、職場等、あらゆる場面において、男女平等を推進し′性別に関わ

りなく個人を尊重する社会の実現に向けて、区民や企業 ･事業主を対象に意

識啓発に関する取組をこれまで以上に推進していきます。
0 学校教育においても、児童 ･生徒が男女の互いの違いを認めつつ、一人ひと

りの個性や能力を伸ばすことができるよう、人権教育のひとつとして男女平

等を推進する教育 ･学習の一層の充実を図ります。
○ ｢杉並区男女共同参画都市宣言｣ を踏まえ、区の全ての組織において男女共

同参画を考慮した組織、事業の運営を行っていきます。区立男女平等推進セ

ンターについては、何よりもその周知が課題となっていることから、男女共

同参画社会実現のための活動拠点として、関係団体等との協働のもと、事業

のさらなる充実、 及び組織の活性化と周知P R に力を入れていきます。

　
、 -

成果指標V

目標V 男女共同参画を推進する社会づくり
⑭区立男女平等推進センターの認知度

(男女共同参画に関する意識と生活実態調査)

20.9 % (23 年度)時 50.0 % (29 年度)
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3 計画の体系

t 目 標 5 J 〔 踝 題 1 4 } 匡藥数 惚く38)J組 3 1

政策や方針の獄思決定における女性の参画の拡大 1〉

地域活動における参画の場と総会の提供

地域防災における男女共同参画の推進

仕事と生活が調和した働きやすい環境の整備

事業者と社会の意識啓発の促進

ひとり観家朧への支援

障害者への支援

要介護高齢者等への支援

就労支援の推進

男女共同参画を阻害する暴力の根絶

生涯にわたる心と体の健康支援

男女共同参画に関する普及啓発

男女平等に関する教育･学習の推進

推進体制の充実

*く )は重点事業数
*再掲分を除いた実事業数は
(1 0 7 件 〈2 9 件))



第 3章 計画の内容



･
I 'm -n

‐
-::■譲 ;r▼■": 薹 -麦死‐

男女平等口罰する酔枢蚊円晒の力m遊艘制の史心して子刑しが登る紙纜の騒幅

燬印の姻齪芯肋のネットリ-クづくり

･":】隅胃･同特等の皿圓による男口
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目標 I あらゆる分野で男女が個性や能力を発揮できる社会づくり

課題 1 政策や方針の意思決定における女性の参画の拡大
l貸
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

0 男女共同参画社会を実現するためには、 男女が政治、 行政、 地域活動、 教育

などあらゆる分野における活動に参加することはもとより、 政策や方針の意

思決定段階において、 特に女性の参画を拡大していくことが重要です。
0 区の計画策定や事業実施の検討などの過程においても、 女性の参画が進むこ

とは÷多様霧紬靴軽弗隼-女性なら導接の発韮熟さ基ゴキュ迄怪政姿実現掌る÷蟄≧

つながります。
0 区が主催する各種審議会等への女性委員の割合は、 23 区中上位 3位ですが、
国の ｢第 3 次男女共同参画基本計画｣ では、 積極的改善措置 (ポジティブ ･

アクション) として、 会議体の構成について、 性別に一定の枠を定める動き

もあり、 このような取組をさらに進めていきます。 区の係長級以上の役職者

の女性の割合は年々増加していますが、 さらに意欲ある女性職員への支援を

通して女性管理職の割合を高めるなどして、 区政に女性の視点を反映させて

いきます。
○区の組織だけでなく、 あらゆる分野で、 男女が共に責任を分かち合い、 個性

や立場の違いから生じるさまざまな考えや意見を活かしていくことは、 各分

野を発展させるだけでなく、 社会全体の活性化にもつながります。

　　 　

審議会における女性委昌の登用割合 ゞ 杉並区女性管理職の割合
　　 　 　　　　　　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4眺 蕁れ琵晦 6巍 寂れ私室%--3Z:1% 1 事 可 ′ “ - ‐･‐- - 謳

30 % ‐-- ----- -…‐ ‐---- ----‐
“

･ 12 5 % l ミ
9 8 % 9 .6 % .霞靜n l ,謁

割塁% 蕁錠豆乳3 &ヱ% 』Z逡沈 3込1%-

審議会における女性委昌の登用割合
% " 30%

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

o% 割塁% 蕁錠豆乳3 &ヱ% 』Z逡れ-3五1%- " 2。眺

0% ･-- - -- --- - ----- --- -

館% " - ----- ----- ----･

鬮 --
　 　　　 　　　 　

　 　　　　　　　 　　 　　　　

--

　　 　 　 　　　

饑% ･-- - -- ----‐ - -- -----

6D%

50%

40 %

3096

　　　

　　　

平成2o年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

杉並区 附属機関 ･審議会等への女性の弱團状況顔査

指 標 平成 23年度 平成 29年度

審議会における女性委員の登用割合

(男女共同参画担当)
37 ,1 % 39 .0 %

平成22年 平成23年 平成24年
東京都 区市町村男女平等報国施策推進状況調査
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取組① 各種審議会等への参画の促進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 審議会等における女性
の積極的な登用

政策･方針の意思決定への女性の参画を進めるため、参画状況(女
性委員の割合)の調査を行い、男女のバランスのとれた登用を働きか
けます。

男女共同参画
担当

2

新たな区民参加手法の
推進

(無作為抽出による区民
意見交換会の実施等)

より多くの区民が地域の課題を共有し、議論できる機会を増やしてい
くため、性別･年齢等のバランスを考慮したうえで無作為に抽出された
区民による討議会｢区民意見交換会｣の手法を活用するなど、区民の
区政参加を促進します。

企画課
関係各課

3
一一一地域運醤壁学校

(コミュニテイ･スクール)

の拡充

保護者や地域住民などが合議制の機関である｢学校運営協議会｣を
‐通じ雫、一定の権限もと-責唯菱蝸斧め筈誓羊模鷄博響l導参画掌ろL地域運営学
校(コミュニティ･スクール)｣を設置し、地域住民が支援者としてだけで
なく、学校運営の当事者として参画できる学校づくりを進めます。

学校支援課

4 区役所役職者の女性
割合の向上

区役所役職者における女性の割合について、昇任猶予や一時的降
任等、サポート制度の充実などの取組を通して、係長職昇任選考の女
性受験者数を増加させ、係長職及び管理職の女性割合の向上をめざ
します。

職員課
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課題 2 地域活動における参画の場と機会の提供

○ 地域社会において、男女が共に個性や能力を発揮できる場と機会が確保され、
生きがいのある充実した生活を送ることができる活力あるまちを実現する

ことみま、男女共同参画社会の理念にも通じるものです。
0 杉並区総合計画の中の協働推進基本方針においても、 ｢区民の区政への参加

の拡大を図り、 区政に活かしていくことで区民の地域への関心を高め、 区と

区民とが身近ザ公地域の問題を共-有-七三連携七千角群共守-るべ旨とがやき-る地域社

会づくりをめざします｣ としています。
○ このような視点を踏まえ、男女が子育て期、中高年期といった人生の各段階

に応じて、 仕事と家庭だけでなく、 地域に関心を持ち、 地域活動やボランテ

ィアにも積極的に参加できるような社会環境を整備していきます。

地域人材の育成支援 ; 高齢者の活動支援 壌

地域社会に貢献してもらえるよう講座
るよう、地域の団体と協働し、交流の場や社会参加 溝.｢すぎなみ地域大学｣ を遠営し、区民-ご 1
高齢者の 勅 地域の中でいきいきと暮らしていけ ◇筵

｣を実施。
や 機会を提供しています0 美

　　
　 　　　 　 　 　

　　　　　　　
･ ｢すぎなみN P O 支援センター｣ と r杉
並N P 0 ･ボランティア活動推進センタ
ー｣ を通してN P O 団体活動支援を実施。

･平成 24年 10月現在の NPO法人活動
登録団体数は 87団体。

ゆうゆう館 一一-/ 長 寿、応 援
ポイント事業

生きがい ･

健康 ･ふれあい

シ ル バ ー - - 介護予防サポー
人材センター -ター人材育成

2 5

指 標 平成23年度 平成 29年度

社会参加活動を行っている人の割合

(区民意向調査)
4 .9 % 6 .0 %



取組① 地域活動へ向けた人材育成

謙 事業名 取 組 内 容 担当課

11具
みどりの 、

ボランティア杉並

剪定講座等、みどりに関する技術的な支援･助言を通じて、区民がボ
ランティアとして区内のみどりを守り、増やし、育てる活動する人材の育
成を図ります。

みどり公園課

2
消費生活相談及び

消費者啓発
(消費生活学習講座)

消費生活学習講座の修了生から希望者を消費生活サポーターとして
登録し、出前講座等の実施を通じ、複雑、多様化する消費者被害を未
然に防止するための啓秀三±′&行います。

区民生活部
管理課

消費者センター

3 O 地域人材の育成
区民の社会参加高萩に応えるとともに、地域社会に貢献する人材や

協働の担い手となる人材を育てるため、｢すぎなみ地域大学｣を運営し
ます。

･
協働推進課

4 牢
を図るとともに、運営等への参画･協働の仕組みを充実させ、さまざまな スポーツ振興課4 へ“、-- /

による地域づくりをめざします。 ･

5 成人学習支援

若年層など地域との関係が希薄になりがちな世代が、日常的なつな
がりを形成し、主体者として地域社会に参画できるよう学習の機会を提
供します。(区民企画講座)
また、新しい地域づくりをめざし、学習指導者の支援のもと、受講者相

互の話し合いを基本に、自由で新しい発想を育む学習の場として開催
します。(すぎなみ大人塾)

生涯学習推進課

取組② 地域活動のネットワークづくり

聽 事業名 取 組 内 容 担当課

IL 地域住民活動の支援

良好な匙夢 ^ '…ふりるため、町会 ･自治会への加入促進を目的
とした劭P入案内等のパンフレットの作成、及び区窓ロ等での配布をはじ
め、地域活性化事業への助成金の交付等、町会･自治会の活動を側
面から支援します。

地域課

2 成人学習支援 再掲(目標 1、課題1、取組①) 生涯学習推進課

3 学校支援本部の支援
- " … ㈹,.ハー - !、教員が再半、 .･【動、'千三指

導などに専念できるよう｢学校支援本部｣の基盤の強化と活動の充実に
向け、地域人材の売職や育成に取り組みます。

学校支援課

4 地域教育推進協議会の
モデル設置

0歳から15歳までの子どもの育成や教育をコミュニティの問題として考
え、家庭、地域、学校が責任を分担し合いながら、地域の教育･子育て
にかか≠鰡脳" ÷什的に取り組む組織｢地域教育推進協議会｣を設置
し、地域内封あエル懇‐活動のネットワークの広がりを活かし、社会全体
で子どもの育成や教育に取り組みます。

学校支援課

5 O N P O 等の活動推進
｢参加と協働による地域社会づくり｣のひとつとして、男女がともに地域

への関心を高め、N PO 等の活動などを通じて、暮らしやすい活力ある
地域社会づくりを行います。

協働推進課

6
花咲かせ隊、

すぎなみ公園育て組

地域の住民が主体的に、公園で花壇づくりや清掃等を行うことで、公
園の利用拡大やモラル向上を図り、地域に愛され親しまれる公園づくり
を進めます。

みどり公園課

7
地域子育てネットワーク

事業の充実

全小学校区で、区民と行政の連携を強め、地域の課題やニーズに合
わせた事業や世代を超えた区民相互の幅広い交流を展開するととも
に、子どもが安全に健やかに育ち、育てることができる地域づくりを進め
ます。

児童青少年課
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取組③ 高齢者の地域生活の充実

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

ず上 O 長寿応援ポイント事業
区が認める活動に参加した高齢者にポイントシールを配布すること

で、高齢者が自らの能力を発揮して社会参加することを応援するととも
に地域での支えあいを広げます。

高齢者施策課

2
高齢者の活動拠点での
自主的活動の推進

ゆうゆう館や高齢者活動支援センターが、生涯現役社会の核となるよ
う、N P O法人等と協働して特色ある施設運営を進めます。
また、高齢者の活動の幅を広げるため、

物胤童÷±‘ 体▲ '｣ - 糾
ナノハノヘ伽“‐‐‐rr ･ゴ自利ヒ乍ぎ

理者と連携して、新たな活動のきっかけづくりと自主グループづくりの支

高齢者施策課

蛛 -フ奴ノー乙しまり。

3
介護予防サポーター

人材育成

介護予防事業の実施に協力し、地域に介護予防の普及を図る支援
者を養成し、高齢者の社会参加を促すとともるこ、養成講座･研修会を実
施します。

高齢者施策課

4 シルバー人材センター
支援

就職は望まないが、社会に役に立ちたい、何か働きたいなどの生涯
現役をめざす方に就業機会を提供する、公益社団法人シルバー人材
センターの運営を支援します。

高齢者施策課

5
いきいきクラブの

活動支援
地域における社会奉仕活動、友愛活動、いきがい活動、健康づくり活

動を行ういきいきクラブに対して、運営費の助成等の支援を行います。
高齢者施策課

6
地域ささえ愛グループ

支援

介護予防を目的とした高齢者の団体活動を支援することで、高齢者
の閉じこもりや孤立を予防します。また、支援スタッフの派遣を行いま
す。

高齢者施策課
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課題 3 地域防災における男女共同参画の推進
/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ｢然

　　

　

縱描辯言搖慈聖霊滋区三郷家=に蒲三露玉脛冤翠四露変=布三蕊三 =‘j

o 東日本大震災を踏まえ、 地域防災力の向上を図り、 区民生活において安全 ･

安心を確保するためには、 区や警察、 消防などの ｢公助｣ による対策だけで

なく、 地域による ｢共助｣ の取組の重要性が再認識されました。
○ 区では、初期消火資機材の拡充や防災訓練の実施、 震災救援所運営連絡会の

活動等を通じて、 区民とともに防災力の向上に努めてきましたが、 今後は、
笋碧害紐際モし一モ男女幼弍協-寿-七千取り糸盪光け±&いけ-る体纜鰺整備怪力罷免寿ぐ釆疫#炎時 i

における男女のニーズの違いに応じた対応等、男女双方に配慮した取組がよ

り一層求められます。
○ このため、 女性の参画による新たな地域防災計画の策定をはじめ、 震災救援

所の運営や災害備蓄品等のあり方についても、男女それぞれの視点からの充

実を図っていきます。

今後、重要斑と思う支援
(東日本大震災被災3県の地方公洪団体1 n=713

地方機会鋤委員に占める女性の割合
中郡六県)

饑% 1α% 2餅% 3C競落 40% 5醇% 6べ鷲弗 7館遥

2%

t%

や̂ぶ,ピ--グ“-′kyw"̂" 2

訟テn一言マテ方=肩円 24

.“副 23K

にき‐羞ぼり135 % “

船-“積二" 112 % ÷

ニーマ--コ主9,S黙

ごね排㈹可 104 %

てa中で男弓 17."% :

44.2%:
43 1%

;

引きこ疑Jや副う生の防止

男女8Iに-ズに印した備蓄品々ン準伍

コミコニテ話ビジネス鏡設立支援

女性リ‐夕-の育成

女性や子供への安全配慮、DVの防止

葺低、盤寸-二日ブる女斑活躍支援
- $ : :

料理歌室等、男牲の家事･蟹活力の支損 船-…-=" 11.2% ÷

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　

指 標 平成 23年度 平成 29年度

区の防災対策に女性の意見が反映されてい

ると感じる人の割合

(防災課)

60 .0 %
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取組① 女性の視点を踏まえた防災対策の推進

醸 事業名 取 組 内 容 担当課

ず･上 O 地域防災力の向上

震災救援所運営連絡会に対し、マニュアル整備の支援等を行い、震
災時の避難所生活において、女性の視点に立った救援所のあり方や備
蓄品の確保等、さまざまなニーズに対応できる運営体制の構築を図りま
す。

防災課

2 O 防災会議の運営
災害対策基本法改正の付帯決議を受けて、地域防災計画の策定過

程において、区の防災対策全般に女性の視点を取り入れるため、防災
会議委員に女性の参画を促します。

防災課

取組② 災害時要援護者支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 災害時要援護者支援

日頃から近隣と助け合い、支えあう仕組みを構築し、災害時に男女が
その役割と責任を果たし、要支援者を地域ぐるみで支援していくととも
に、万一の時は、自力で避難が困難な区民を｢地域のたすけあいネット
ワーク｣に登録し、地域の協力で安否確認や救護支援活動を行います。

保健福祉部
管理課

2 9



目標ロ 仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)の実現

課題 1 仕事と生活が調和した働きやすい環境の整備 　　　

瓦区盈虚鮴醗慰霊髯盈蓋盛三本三霊霞翠滋盡盤室函聖霊蜜駕勾逮区盈区聖霊鬱壺多

○ 男女共同参画社会の実現は女性にとっても男性にとっても生きやすい社会

をつくることであり、その個性と能力を十分発揮することができ、仕事か家

庭かといった二者択一ではなく、多様な生き方を選択できる柔軟な社会のこ

とです。 このことは、 人生のさまざまな段階に応じ、 自分に合った仕事と生

活鯛≧調募競を音らが選揆でき-る社会粉実現を-意味せま宇。
○ しかし、 実態調査では、 家事 ･育児に対する女性への負担や女性が働きにく

い状況など、 厳しい現状が依然として続いていることが明らかになっていま

す。

○ このような現状を踏まえ、 あらゆる男女が、 仕事と子育てや介護、 地域活動

などが両立でき、 意欲を持ってさまざまな分野で活躍することで、 一人ひと

りが自己実現を図るとともに充実した生活を送ることができる、心豊かで活

力ある地域社会の実現をめざしていきます。

生活の中での優先度

0 0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40,0 %

｢仕事｣を優先している

『家庭勤活｣を優先している

｢1盧或･f鬱、の勤活｣を優先している

｢仕事｣と｢家庭聟活｣をともに優先している

｢仕事｣と｢地域･f鬱、の翌活｣をともに優先している

｢家庭聟活｣と｢地域･‘軋んの疊活｣をともに優先している 壼盪毅攣鍔離鏑鑿箋様 9.80 %
5 2 0 %

｢仕事｣と｢家庭聾活｣とr地域･f国人の聾活｣をともに優先している {曲総隷宙褒賞識60 0%
5 .70 %

わからぬ孔、 畜寓雑 ･ D
S.20 %

無回答 “況麩一袋國 5.90%
2,50 %

平成23年度 杉並区男女共同参国に関する意識と生活実態調査

指 標 平成 23年度 平成 29年度

生活の中で ｢仕事｣ ｢家庭生活｣ ｢地域生活｣

をともに優先している人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

5 .9 % 2 5,0 %

園女性 　　　　　　 　
の評,059人 n"707人 ;
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取組① 就労が可能な環境の整備

･
重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 家族介護者支援事業

家族介護者の負担を軽減し、高齢者とその家族が地域で安心
して暮らせるよう家事代行サービスするまっと一息、介護者ヘルプ｣
や介護用品等の支給、緊急ショートステイ等の介護者支援サー
ビスを提供します。

高齢者在宅支援課

2 O 認知症高齢者グループ
ホームの整備

高齢者が認知症となっても、少人数で家庭的な雰囲気のもと
共同生活を送ることで、症状の進行を遅らせつつ、地域で安心
して暮らし続けられるとと戦こ、家族介護の負担軽減を図るた
め、民間業者によるグループホームの整備を促進します。

向卸官肥爪隊

常時介護を休夢ンし、居宅での介護が難Lい高齢者が、安′と

3 O 特別養護老人ホームの
整備

して生活できるよう民間事業者による特別養護老人ホームの整
備を促進します。

高齢者施策課

4 病児･病後児保育の拡充
保護者の就労の機会を確保するため、保育所等に通う子ども

の病気の状態が、急性期を超えた症状安定期から回復期まで
預かる病児･病後児保育室の拡充を図ります。

保育課

5 O 学童クラブの整備
働きながら安心して子育てができるよう、増大する学童保育の

需要を踏まえて、学童クラブを整備します。
児童青少年課

6 O 保育所等の整備
待機児童の解消のため、認可 ･蔭砲保自助vノ,日礦、施設の改

築･改修により、受入れ定員の拡大を図ります。 保育課

7 家庭福祉員の拡充
待機児童の解消のため、家庭的保育を担う家庭福祉員(保育

ママ)の拡充を図ります。 保育課

8 私立幼稚園預かり保育
短時間就労等に伴う保育需要に対応するため、私立幼稚園に

おける長時間の預かり保育の推進を図ります。 保育課

9 延長保育の拡充
産休明け保育の拡充

保護者の就労の機会を確保するため、利用者の多様なニーズ
に対応した保育を提供します。 保育課

3 1



取組② 安心して子育てができる環境の整備

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

TL 出産育児準備教室
出産前の家族を対象にパパママ学級を開催し、父親の育児参

加を促し、家庭内での自立促進を図るための事業を実施しま
す。

子育て支援課

2
子育てサイトの充実

子どもの成長に合わせ、子育てに関する行政情報、民間サー
ビス、地域情報等を必要な時に手軽に入手できる｢すぎなみ子
育てサイト｣を運営し、子育てしやすい地域社会づくりを進めま
す。

子育て支援課

3 子ども･子育てメッセ

子ども･子育てを応援する区民･地域団体･企業等が活動の紹
介やワークショップなどを行う｢子ども･子育てメッセ｣を開催し、
了官 ･家庭訃了育てを応援している団体、企業などが集い、知
り合い、つながりあう機会をつくります。

子育て支援課

生
. ･ ･--‘‐‘ ' -‐‐‘

-]r 目 、ノも.山‘̂ " 馬【ノハ

就学前の子どもがいる家庭に、｢子育て応援券｣を交付し、地
｢ I ｣‐

一丁一目 、‐▽生 -]r 目 、ノも.山‘̂ " 馬【ノハ
支援します。

一丁一目 、‐▽

5
子どもと家庭に関する

総合相談事業

子ども家庭支援センターが、18歳までの子どもと家庭に関する
総合相談窓ロとして、地域の関係機関と連携を図りつつ、子ども
と家庭に関する総合的な支援を行います。

子育て支援課

6
ファミリー ･サポート,

センター事業

短時間の子どもの預かりや送迎について、援助を提供する協
力会員と援助を希望する利用会員との相互援助事業を行いま
す。

子育て支援課

7 子どもショートステイ事業
保護者が病気、出産などで一時的に子ども(0歳 ~ 12歳)を養

育できない時に、区内の児童三成施政 ･乳児院で預かります。
子育て支援課

8 ひととき保育の実施
保護者の通院、買い物、育児疲れの解消等のため、子どもの

短時間保育を実施します。 保育課

9 緊急一時保育の実施 保護者の疾病、出産等の理由により、緊急に保育を必要とす
る子どものために、区立保陶凶て 時的に預かります。 保育課

10 O 児童虐待対策の推進
杉並区要〆言" ｢ * “籍 -胤rムーム字 ^≧取直し、区内の要保護シャ,軍〆、上印字出場炭“‐.君･

児童、要支援児童、及び特定妊婦への適切な支援を図るため、一“癲[が必要な情報を共有し、連携して対応します。
子育て支援課

11 訪問育児サポーター事業
1歳未満の子どもの子育てに不安感･負担感を感じている家庭

を、育児サポーターが訪問し、相談の傾聴や育児技術等の指
導･助言を行います。

子育て支援課

12 産前産後支援ヘルパー
派遣事業

産前及び産後の家事支援が必要な家庭に、ヘルパーを派遣
します。

子育て支援課

13 ブックスタート
乳幼児とその保護者が絵本を通して楽しいひとときが過ごせる

よう、絵本と読み聞かせに関するパンフレットが入ったブックス
タートバックを、区からプレゼントします。

中央図書館

14 あかちゃんタイム
乳幼児とと湖こ図書館を楽しんでもらうため、乳幼児連れ専用

タイムを設け、図書館職員とボランティアが協働で、図書館利用
のサポートをします。

中央図書館
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課題 2 事業者と社会の意識啓発の促進

○ 仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) の実現には、 事業者の理解

と協力が不可欠です。 事業者にとっては、 働き方の多様化が進む中で、男女

が共に働きやすい職場環境を確保することによって、その能力を最大限に引

き出すことができるだけでなく、有能な人材の採用や確保も可能になります。
また、 人口減少社会の中で、 女性の経済社会における能力の発揮が、 広い意

味雫釜ま国の経済全M本の活性化や持続習尋錐性を高‐ある｢こ烹と靖さも一つな妻弍-滲ま弩F。
○ このため、雇用における男女の均等な機会と待遇の確保を中心に、経営層や

管理職の意識を高めていくとともに、 例えば、 男性でも育児休暇が無理なく

取得できるなど、 職場の雰囲気づくりも重要になっています。
0 区では、 仕事と生活の調和 (ワーク ･ライフ ･バランス) に積極的に取り組

んでいる事業者を優良事業者として表彰する制度を実施していますが、今後

は、このような先進的な企業の事例などを広く情報提供しながら、事業者と

社会に対する意識啓発により一層力を入れていきます。

職場の中の男女平等意識

　　 　 　 　 　　 　
　

3 3 % 6 .0 %

4 6 %

4 0 % 5.0 %
　

0% 1[メ考 20% 30弱 40製 50弱 60% 70兆 80肖 90% 100%

國男l勤方が非常に優暹諮れている 國どちらかとい殖ば男t蛉方が優遇されている目平割になっている

囮どちらかとい刃ま女lゆ方が優遇されている 掟女l蛉方が非姫に優邁慥れている ,“わかタ風、

　　　　　

平成 23年度杉並区男女共同参画に関する意識と生活実態調査

指 標 平成 23年度 平成 29年度

職場の中が男女平等であると思う人の割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

17 ･7 % 30 ,0 %

7 2 %
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取組① 企業に向けての啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 子育て優良事業者表彰制度

子育てに理解のある職場環境づくりのほか、子育て支援や地
域貢献活動の関する積極的な取組を行っている企業･事業所
を表彰するとともに、こうした取り組みがより多くの企業･事業者
に広がるよ引こ啓発を行います。

子育て支援課

2 技術実績評価型
総合評価方式

区が発注する建設工事において、競争入札参加者が、一定
の期間の間に区の｢子育て優良事業者表彰｣を受けている場
合や次世代育たUセ竿 杉̂村門出渋ぞ辞める認定を受けている
場合に、ポイントの加点対象とした評価方式をそれぞれ試行し
ます。

経理課

3 .
縦
-

- 酔ゴノJ M 円且･出
杉並区が発注する予定価格3千万円を超える建設工事の入札に

.福3
総合評価方式 ている場合、また、次世代育成支援対策推進法に定める認定を受

けている場合に加点対象とする総合評価方式を実施します。

.福

4 O 企業啓発事業
事業主、労務従事者等に仕事と生活の調和(ワーク･ライ･フ

バランス)の意識啓発を主眼とした講演会等を行い、企業側の
認識を高める事業を実施します。

男女共同参画担当
産業振興センター

取組② 社会に向けての啓発

重点
事業

事業名 取 組 内 容 担当課

l O
企業啓発事業 再掲(目標 =、課題2、取組①) 男女共同参画担当

3 4



目標肛 生活上の困難を有する男女への支援

課題 1 ひとり親家庭への支援匡響襲璽三三三己》
○ 長期化する景気の低迷や非正規雇用の増加など厳しい経済状況が続く中、 ひ

とり親家庭の親は、 経済的、 社会的、 精神的に不安定な状況に置かれがちで

あるため、 区の子ども家庭支援センターを中心に、 ひとり親家庭が抱えるさ

まざまな悩みにきめ細かく応えられるよう相談支援を充実していきます。
eち家事･育児等分珊常生活網支障を‐音起し7や排-いひ- H 親家庭紐対｣し一千ゞ フホ

ムヘルパーを派遣し、子どもの養育及び生活の安定に向けた支援が必要な母

子家庭に対しては、 民間母子生活支援施設への入所支援を行うなど、 安心 ･

安全な生活を支援していきます。
○ また、 母子家庭の経済的自立の支援のため、 母子福祉資金等の貸付を行うほ

か、 就労支援策として、就労をめざして技能や資格取得に向けた修学費用の

助成等を行っていきます。

母子家庭自立支援事例

ひとり親家庭の親が安定した職業に就
けるよう支援策を行っています。そのひ
とつとして、 技能修得や資格取得に向け
た費用の助成を行います。

高等技能訓練促進費受給者数
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･ 1m .- -･賞 金 貸付 ± 辯嵜 ｢｢- 1 よ~セユ÷二

母子家庭の経済的自立の支援と扶養す
る子の福祉増進のための母子福祉資金、
及び配偶者がいない女性の経済的自立と
生活意欲の助長を図るための女性編輯金
の貸し付けを行っています。

･L t、 義･ 帝 一 ^ ‐ ‐ 一義 1-′時

報享子貸付件数 224 28 6 326

きぢ野生貸付性教 24 24 34

平成 23サ驫 ^ "ごす杉並行動計画
推進状況調査報告書

.
-
‘ r‘′ .･ノ･｣‘ ･I

母子貸付件数 224 28 6

女性貸付件数 24 24

指 標 平成 23年度 平成 29年度

母子自立支援員の相談件数

(子育て支援課)
2 ,8 82 件 3 ,2 00 件



取組① 子育てを地域で支える仕組みづくり

謙 事業名 取組内容 担当課

1L O ひとり親家庭相談制度の
充実

福祉事務所や子ども家庭支援センターにおいて、ひとり親家庭の
抱える悩みや課題に総合的に対応できるよう相談事業の充実を図
ります。また、子育て支援課においては、自主グループの支援も行
います。

子育て支援課
杉並福祉事務所

取組② ニーズに応じた支援サービス

重点
事業 事業名 取組内容 担当課

14
母子生活支援施設への

入所支援

D V被害者や離婚･未婚の母子世帯が、子どもの養育や生活の
安-定癸向ば姿ざ支蕁姜劫弍必要な場合ヰさて辛母手た署活泌翌援施設仝の入朝ト
を案内し、施設指導員や母子自立支援員が連携して、緊急時にお
ける安全確保や子どもの養育支援、母親への就業支援等を行いま
す。

子育て支援課
杉並福祉事務所

2 母子家庭等就労支援

ひとり親家庭の親(特に母親)が、安定した職業に就き生活ができ
るよう、個々の状況やニーズに応じた｢自立支援プログラム｣を策定
するなど、自立に向けた支援を就労支援センター等関係機関と連
携して行います。また、母子家庭の親が就労をめざして技能や資
格取得に向けた各種講座の受講費用を助成します。

子育て支援課

3 ひとり親家庭等の子育て
支援

ひとり親家庭の安定した生活を支援するため、就労等,何らかの
理由により日常生活に支障をきたしている場合、家事や育児などを
行うホームヘルパーを派遣します。あわせて、休養の機会が持てる
よう、区が契約している日婦ッ施収等の利用料金の一部を助成しま
す。

子育て支援課

4 母子･女性福祉資金貸付
母子家庭の経済的自立の支援と扶養する子の増進のための母

子福祉資金、及び配偶者がいない女性の経済的自立と生活意欲
の助長を図るための女性福祉資金の貸付を行います。

杉並福祉事務所
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課題 2 障害者への支援

○ 障害者が住み慣れた地域で生活を続けていくためには、在宅サービスの内容

をはじめ、 生活に必要なさまざまな情報が必要です。 このため、 身近な地域

で障害者やその家族の問い合わせに答えるとともに、十分な情報提供が可能

となるよう、 専門性を持った相談支援の体制を構築します。
○ また、 障害者が住み慣れた地域の中で自立し安心して生活できるよう、個々

の障害の特･性紐応試ふた坤壬安い-を確保亭-るため三袂鮒嵩蛋拷六やN p e法大等
と連携して、 グループホームやケアホーム等の整備を進めていきます。 さら

に、 緊急時や災害時などに備えて、 障害者を支援する体制の整備とともに、
障害者に対する虐待防止や権利擁護に関する取組にも力を入れていきます。

○ あわせて、 日常生活における支援としては、 移動支援や訪問入浴など、 障害

の特性や程度に関わらず、必要に応じてサービスを受けられるようをこすると

ともに、サービス提供の質の向上を図るなど、 障害者の地域での生活を支援

します。

バリアフリー嬰鯰宮替録店舗数

2[溥 -
"

169 i
f

150 ---- - -- -------

“

鬮 嚢 r

皺め ………フ g “…………

平成20年度 平成21年度 平成22年度

平成23年度杉並区男女共同参画社会をめざす杉並行動計画
推進状況調査報告書

就労支援 ホームヘルパー
の派遣

127

外出時付き添い
ヘルバ の〃-･姐

ふれあい収集

指 標 平成 23年度 平成 29年度

年間新規就労者数 (障害者生活支援課) 89 人 116 人
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取組① 障害者の地域生活の充実

醸 事業名 取 組 内 容 担当課

l O 障害者の相談支援
障害者が抱える課題の解消や障害者福祉サービスを適

切に利用できるよう、相談支援体制を充実します。
障害者施策課

障害者生活支援課

2
障害者のグル プホーム･

ケアホーム等の確保

障害があっても地域の中で自立し安心して生活できるよ
う、障害特性に応じた住まいのあり方に関する指針に基づ
き、グループホームやケアホーム等を社会福祉法人やN P
O 法人等と連携して整備します。

障害者生活支援課

3 訪問系サービスの充実

家事や入浴等の介助を行うホームヘルパーを派遣し、
日常生活の支援を行います。障害区分が非該当とされた
方に対しては、生活サポート事業を実施しサ-ビスを提供
します。

障害者施策課

4 地域生活支援事業 外出の際に付き添いを行うヘルパーを派遣し、障害者の
障害者縮箔員阻4

(移幸た女抜萃平;, 艦鳥" 瓶の充車 壕"人少 加の偏治池図ります。
早口 員阻

5 O 移動サービスの支援

移動困難な人の通院や買い物などの外出を支援するた
め、福祉車両等で送迎をする団体による移動サービスの
取次を行う｢移動サービス情報センター｣を運営します。ま
た、移動サービスを行うN P O 団体等の支援を行います。

保健福祉部
管理課

6 O 生活支援情報提供の推進

日常生活のさまざまな活動への参加に関する情報を、総
合的に提供する仕組みを整備します。また、バリアフリー協
力店の登録や区内施設におけるバリアフリー情報の提供
を進めます。

保健福祉部
管理課

7 ふれあい収集

ひとり暮らしの高齢者、障害者等で、身近に協力が得ら
れず、自らごみを持ち出せない場合に、職員が自宅に訪
問し、収集を行います。また、ごみが出ていない場合には、
声かり、高齢省担当部署への連絡など、対象者の安否確
認も行います。

杉並清掃事務所

取組② 障害者の社会参加の促進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

l 地域生活支援事業
(移動支援事業)

再掲(目標頭、課題2、取組①) 障害者施策課

2 O 移動サ-ビスの支援 再掲(目標皿、課題2、取組①)
保健福祉部
管理課

3 就労支援事業
障害者の就労に対する希望に応えるため、一人ひとりの

能力や個性に合わせたきめ細やかな就労支援に努めま
す。

障害者生活支援課
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課題 3 要介護高齢者等への支援艦讓璽璽幅三三諾~
○ 一人暮らしや介護が必要な高齢者が増加する中、できる限り住み慣れた地域

で暮らし続けることができるよう、特別養護老人ホームや認知症高齢者のた

めのグループホームの整備など、 高齢者のニーズに応じて、 生活の基盤とな

る住居を選択できる仕組みづくりを行います。
○ また、 高齢者とともにその家族にとっても地域で安心して生活できるよう、

援にも力を入れていきます。
○ さらに、専門知識を持つ職員を配置した地域包括支援センターにおける相談

事業や支援の充実を図るとともに、高齢者世帯等の孤立を防ぐため、地域の

ボランティアが日常的な見守りを行う高齢者見守りサービスについても充

実を図っていきます。

地域包括支援センター相談件数

特別養護老人ホーム定員の推移

定員数

l,500

1307 1307 1307

= 47 1177 1177

H 18 H 19 H 20 H 2 1 H 22 H 23

H f8 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23

指 標 平成 22年度 平成 29年度

生きがいを感じている人の割合 (高齢者対

象) (高齢者実態調査)
79 .2 % 8 3 ,0 %
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取組① 地域での安定した暮らしの確保

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

･1･L- O 生活支援情報提供の推進 再掲(目標 m、課題2、取組①)
保健福祉部
管理課

2
ふれあい収集 再掲(目標 m、課題2、取組①) 杉並清掃事務所

3 民生児童委員活動
ひとり暮らしの高齢者から日々の生活の不安について相談を受け、必要

に応じて地域包括支援センク 等につなげるなど、日々の暮らしの中での
困りごとの相談を受け、地域の方々が安心して生活できるよう支援します。

保健福祉部
管理課

4 成年後見制度の利用促進
相談から申し立て支援、法人後見受任等を行っている杉並区成年後見セ
ンターの運営について、関係機関や関係団体の協力を得ながら充実を図り
ます。

保健福祉部
管理課

5 高齢者の見守りサービス

高齢者の孤立化を防ぎ、地域の中で安心して生活ができるよう、地域包括
支援センターケア24を拠点として、あんしん協力員、あんしん協力機関が
見守りを行う｢ひとり暮らし高齢者等たすけあいネットワーク｣のほか、配食
サービス、緊急通報システムなどの見守りサービスを提供します。

高齢者在宅支援課

6 O
高齢者のための相談窓ロ

の充実

地域包括支援センターケア24を中核に高齢者が住み慣れた地域で暮らし
続けることができるよう、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス
につなげる等の支援を行います。

高齢者在宅支援課

7 O 安心おたっしや訪問

介護や医療などの情報を活用し、相談や申請を待つことなく区から積極的
に訪問し、生活実態等を確認できていない高齢者の安否確認や潜在的
ニーズを把握することで、必要なサービスにつなげるなど、高齢者の孤立化
の防止と在宅生活の支援を行います。

高齢者在宅支援課

8 高齢者等応急一時居室
の提供

高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、立ち退きや被災
等により緊急に住宅の確保報道烹を場合、一時的に区が倍上げてる民間
アパートを提供し、新たな住まいの確保を支援します。

住宅課

9 高齢者住宅の運営

65歳以上の単身又は60歳以上の配偶者との二人世帯で、かつ、低所得
世帯を対象とした高齢者住宅｢みどりの里｣を管理運営し、高齢者の居住の
安定確保を支援します。

住宅課

lo
高齢者等アパートの

あっせん

高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、立ち退きや被災

~ 公
'場合、宅建杉並支部と連携し、民間ア等により新たに住宅の仲fAふも 桝′

パートのあっせんを行います。
住宅課

11 高齢者等入居支援事業
高齢者、障害者、ひとり親、災害被災者、D V被害者で、民間アパート居

住に際し、契約時等の債務保証会社の紹介、見守りサービス、葬儀の実
施、残存家財の撤去を行い、民間アパート入居に対する支援を行います。

住宅課

12 O 移動サービスの支援 再掲(目標 m、課題2、取組①) 保健福祉部
管理課
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取組② 介護基盤の整備

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 認知症高齢者
グループホームの整備

再掲(目標□、課題1、取組①) 高齢者施策課

2 O 特別養護老人ホームの

, 整備 再掲(目標江、課題1、取組①) 高齢者施策課

3 介護老人保健施設の整備
病状が安定した要介護高齢者の在宅生活への復帰支援のため、リハビリ

に重点を置いた介護老人保健施設の整備“向け ･夢本省に対する支援を
行います。

高齢者施策課

4 1



課題4 就労支援の推進鱈翼霊三三三三』
○ 就労意欲がありながら雇用機会に恵まれなかったり、就労阻害要因を抱えた

りする若年層を 中心とした現役世代の就労を支援するため、 ハローワーク、
区内産業団体等と連携し、杉並区就労支援センターを運営します。 このセン

ターを拠点として、 就労に向けて相談業務や職業相談 ･職業紹介等を行うと

ともに、 就労に結びつくセミナーの開催や必要な情報の提供を行います。
e ひき三弐むり々 幸ャ-村な一と0、 さまざまな就勁鋼暮春要T因昭を鰕軒守-冷ため寸･直÷ちると

一般就労することが困難な男女に対しては、庁内関係部署の連携のもと、 ボ

ランティア、 アルバイト、就労体験などの中間的就労や社会参加の場を確保

します。
○ また、 生活保護受給者の就労支援としては、福祉事務所に就労支援専門員を

配置し、履歴書の書き方等、 面接の受け方の指導、 ハローワークへの同行な

どを通じ、 自立に向けた求職活動への支援を行います。

全国大卒就職率推移

3。
96.99%

$ 勝
二壼劣

‐-]
“

-53 し き
ぐ

れ --------‐‐
93,10

.6%93 596
･ 91.89%

91第%
90,0% ----.----------- ------ -- -- ---- -----←- -- ---.- - ----▲

85館%

ゑ翳さ接急接さ独静養裁き“翁接ぎ
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牛江胛
に罵っ

嫌l鬮禰璽f
役軒

夢
故沁
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9
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役を
参
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ゆ
敏等

&登
“
故浄

&恐
◆
斂浄

杉並区 保健福祉部集計

′

指 標 平成 23年度 平成 29年度

就労支援センターの支援による就職者数

(産業振興センター)
2,40 0 人

福祉事務所の就労支援プログラム対象者数

(福祉事務所)
662 人 6 00 人

4 2



取組① 若者への就労支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 青少年の社会参加支援
不登校やひきこもり、コミュニケーションに不安を抱える方を対象とし

たフリ- スペース｢すぎなみしゃべり場｣、保護者向け講座及び支援団
体意見交換会を開催し、青年期の社会適応力の向上をめざします。

生涯学習推進課

2 O 就労支援センターの運営

意欲がありながら雇用機会に恵まれなかったり、就労の阻害要因を
持つ若者等の就労を支援するため、区の就労支援の中核を担う施設
として、杉並区就労支援センターを運営し、ハローワ-クと一体的に就
労支援を行います。

産業振興センター

3 O 中間的就労の場の確保
さまざまな就労阻害要因を持ち、直ちに一般就労することが困難な
場合、ボランティアやアルバイト、就労体験などの中間的就労や社会
参加の場を確保します。

産業振興センター

取組② 生活保護受給者に対する就労支援

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 被保護者等自立支援
生活保護受給者等の経済的自立を促すため、福祉事務所の就労支

援専門員や委託事業者支援員の知識やノウハウを活用し、就労支援
プログラムを策定し、働きかけを行います。

杉並福祉事務所

2
ハローワークによる

出張相談

ハローワークから就職支援ナビゲーターの派遣を受け、生活保護受
給者等に対し、求職相談、及び企業面接に向けた手続き･指導などの
支援を行います。

杉並福祉事務所

4 3



目標厨 人権が尊重される社会の形成

課題 1 男女共同参画を阻害する暴力の根絶

O D V (配偶者や交際相手等からの暴力) は、 犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害です。 D V を未然に防止するため、 区立男女平等推進センターを拠

点として、
‘D V の内容に関する正確な情報提供や、 同センターをはじめとす

る公的な相談機関の周知などにさ拭こ力を入れていきます。
e B -¥珍裟外の辛｢タユレキブテ･ザAラ-失よこし乙幸や隆犯罪テヌ計÷一方亭三等の‘攪鴎丹精対

しても、 根絶に向けた取組を行うことで、 男女がお互いの人格を尊重し合え

る関係を築いていくことが重要です。 どのようなさ細なことでも安心して気

軽に相談できるよう、 区立男女平等推進センター、 福祉事務所、 子ども家庭

支援センター等、相談機関の充実を図るとともに、 関連部署間の連携をさら

に密にすることで、 被害者の状況と意思に応じた保護を迅速に行う体制の整

備とあわせて、 自立支援に向けた取組にも力を入れていきます。
○さらに、 外国人にとっても安心して暮らせる環境整備を進めるため、 杉並区

交流協会との連携のもと、 外国人相談窓口を開設 ･運用します。

D V 被害者の相談の有無 ドメスティック ･バイオレンス (DV)とは
一般的には 晒引田者や恋人など親密な関係にある、又は

あったものから振るわれる暴力｣という意味で使用される
ことが多く、 被害者は多くの場合女性です。

暴力の形態
さまざまな形態の暴力は単独で起きることもあります
が、 多くは何種類かの暴力が重なって起こっています。
【身体的なもの1

直接何らかの有形力を行使するもの。刑法で定める

回答者数
2 4 8 人

障害や暴行に該当する違法行為です。
【精神的なもの】

心ない言動等により相手の心を傷つけるもの。 P T
S D (心的外傷後ストレス障害) に至るなどの場合は、
傷害罪となることもあります。

【性的なもの1
性的な行為を強要するなど。

平成23年度 杉並区男女共同参国に関する意義と生活実態謂査

指 標 平成 23年度 平成 29年度

DV被害者が公的機関に相談した割合

(男女共同参画に関する意識と生活実態調

査)

6 .6 % 10 ･0 %
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取組① 未然防止･早期発見

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 O
配偶者等からの暴力に
ついての意識啓発

女性に対する配偶者等からの暴力は、重大な人権侵害であることの意
識を高めるため、パネル展示、ポスターの掲示、D V 防止啓発カードの配
布など“こより啓発活動を進めます。また、交際相手等、親密な関係にある
相手からの暴力であるデートD Vの防止についても、意識啓発の取組を
進めます。

男女共同参画担当

2
あらゆる暴力･女性
問題に対する相談

母子保健事業や保健師地区活動を通して、暴力･女性問題を早期に
発見し、関係機関と連携して対応します。

保健センター

田ふ雷“‐{“ ' .･ノム
ノゾ外 I 寸‘. ｣〉 /

D V相談樹まじめ、桝 ･母【口霞も !辱言 ≧ど、さまざまな悩みや間
二言ま′!! ' ± “ h t 7 ' ･ ムト, ハL fL 1 しhふも、立鬚引,･さシー.･キレー 嘉ナロノ、〉 1 1.･ ･ " - ハーロ当3 O 相談事業 生き方への第一歩を踏み出すため、女性相談員による一般相談や女性
弁護士による法律相談を実施します。

男多…
::
.扇参三j

取組② 相談体制の充実

醸 事業名 取 組 内 容 担当課

岬上
配偶者暴力相談支援
センター機能の整備

平成19年7月のDV防止法改正で、区市町村における配偶者暴力相談
支援センターの機能整備が努力義務とされたことを受け、被害を潜在化
させないよう、また、相談を適切な支援に結び付けていくため、配偶者暴
力相談支援センターの機能を整備します。

男女共同参画担当

2 O 母子･女性･家庭相談

夫等からの暴力や離婚問題その他家庭内の問題などの相談に対し、
母子自立支援員(婦人相談員兼務)や家庭相談員が相談に応じ、子ども
家庭支援センターや男女平等推進センター等、関連機関相互の連携を
図り、効果的な援助を行います。また、D V被害者を保護し、心身の安全
を確保するとともに、自立した生活ができるように支援します。

杉並福祉事務所

3
子どもと家庭の相談

(DV相談)
子どもと家庭に関する総合相談、ひとり親家庭支援の中で、DV相談に

も応じ、母子生活支援施設への入所案内等の支援を行います。
子育て支援課

4 O 男女平等推進センター
相談事業

再掲(目標 N、課題1、取組①) 男女共同参画担当

5
あらゆる暴力･女性
問題に対する相談

再掲(目標酌、課題1、取組①) 保健センター

6
ひとり親家庭相談･
関連制度支援

父子家庭を含め、ひとり親となった当初の不安定な時期をはじめ、ひと
り親家庭の抱える悩みや課題に関する個々に応じたきめ細かな相談事
業の充実を図ります。また、各種制度等の周知を図るため、ひとり親家庭
のためのパンフレットを発行します。

子育て支援課
杉並福祉事務所
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取組③ 被害者の保護･自立支援

讓 事業名 取 組 内 容 担当課

11 O 母子･女性･家庭相談 再掲(目標的、課題1、取組②) 杉並福祉事務所

2

住民基本台帳事務にお
けるドメスティック･
バイオレンス及び

ストーカー行為等の
被害者保護の支援措置

D V等の被害者のさらなる被害を防ぐため、 住民基本台帳及び戸籍
附票の閲覧等の制限及び戸籍届出書記載事項閲覧等の制限を行いま
す。

区民課

3
D V被害者等に対する
国民健康保険の支援措

置

住民基本台帳及び戸籍附票の閲覧などの制限措置があってもなお、住
民登録を変更することができない場合、現在の住所地などの確認ができ
れば、国民健康保険に加入できる取り扱いを行います。

国保年金課

4 D V被害者等に対する
就学事務

被害者及び子どもの安全確保のため、加害者の追求が及ばないよ引こ、
区立小･中学校への入学、転校、在籍状況等の適正な管理を行います。

学務課

5
D V被害者等に対する

就学援助

経済的理由により、義務教育を受けることが困難な児童生徒の保護者に
対し、学校給食費や学用品の費用の一部について就学援助を行いま
す。

学務課

6 DV被害者等に対する
保育等の支援措置

保育園の入園申し込みに関しては、区に住民票がない場合であっても、
被害者からの申し立て等により居住の実態を確認したうえで、ひとり親世
帯に準じたものとして適切に対応します。また、被害者及び児童の安全
確保のため、入園申し込み状況及び在籍状況等の厳格な情報管理を行
います。

保育課

7 母子生活支援施設
への入所支援

再掲(目標 m、課題1、取組②) 子育て支援課
杉並福祉事務所

8 外国人相談
区内在住外国人が地域で安心して暮らせる環境を整備するため、区交

流協会との連携のもと、ボランティア通訳による相談事業｢外国人サポー
トデスク｣等を行います。

文化･交流課

取組④ 関係機関の連携

醸 事業名 取 組 内 容 担当課

11 O
｢女性に対する暴力｣
問題対策連絡会議

関係機関が情報を共有し意見交換の機会を持つことるこより、DV等の被
害者への適切な対応を連携して行えるよう連絡会議を開催します。
(構成機関 :男女平等推進センター、区民課、子ども家庭支援センター、
杉並福祉事務所、保健センター、済美教育センター、杉並児童相談所、
区内警察署)

男女共同参画担当
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課題 2 生涯にわたる心と体の健康支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○ あらゆる男女が生涯にわたって健康に留意するとともに、互いの身体的性差

を十分に理解し、それぞれの人権を尊重しつつ相手に対する思いやりを持っ
て、 心身共に生涯にわたって健康に暮らすことは、男女共同参画社会実現の

理念にも一致するものです。
○ 生涯にわたって心身ともに健康でいきいきとした生活を送るためには、男女

が音分-の健康把持｣伊賀適竃切岳膏邑管-理が袴渡き-る-去う÷各年代劉時応忘捗共聟建康診

断の実施等、 健康を維持するための支援が必要です。 特に、 妊娠、 出産や女

性特有の疾病等、 生涯において男性と異なる女性の健康上の問題について、
男女が共に理解し、適切に判断できるよう保健センターを中心に必要な情報

の提供を行います。
○ また、男女を問わず生活習慣病の増加に伴い、早い段階から予防に取り組む

ため、 飲酒 ･喫煙等が健康に及ぼす知識の習得をはじめとして健康診断の受

診率を高め、健康上の問題に積極的に取り組めるよう保健指導を充実します。
がん検診については、 早期発見 ･早期治療に結び付けていくため、 区のがん

検診の受診率の向上をめざします。 また女‘性特有のがんである乳がん、 子宮

類がんについて、 普及啓発とあわせ、 受診の環境をさらに整備します。

5夏 .中控室ニテ- - - -ごみ÷" "口
(人)

書

9 p oo -………““--“-““.““餅“““-‐-…‐一一““““…-…“一

8,ooo -‐----‐"‐ - -99 8‐--------- ---‐‐‐‐- -‐‐‐‐‐--------‐‐‐‐‐‐- -‐縦總
聡、 - ……

7,0 00 ‘紳“““““得W粥掃 …-…………γ【州ド｣ ｣““““徘熔““-

6,00 0 ･
、 5 5 13

5′000‐ --------‐‐-‐‐--‐‐--‐‐-‐‐-‐‐-‐‐---‐‐---‐‐----------------------･

4,000
平成21年度 平成22年度 平成2:輝度

がん検診受識者敷く人)
- 痔盲 需ム ベ方南-…ンi年度 響… "

胃がん 4 R RK 3 ,0 18 5クn R

肺がん検診 1 6 88 u 3 1 2 9 6 7

子宮頭がん検診 -4 45 - 13 9 3 f 15 0 12
lq削ーh f。B79 10 ｢′b

ハ 民q qりt Rnり9つ 61 R d 7

R離婚を浮ん ･“‐ -‘第5 亀ヰG a ll 9 4

豆盛観年度 セル轤

徊 煙をンタ 纜 鴫 -- …“り
区民の方々 の健康づくりや生活習慣病予防
のため、さまざまな世代に向けた教室や講座
を開催しています

ノ
ー--一t‐tV一二記臨-- -熱し---- ---十一 - ---レ- ---敏一よ̂、

2 4 キ ワー
:ぞ- 、 、 、 三
》☆あなたの人生を豊かにする生き
ま がいづくり講座

▼ ~ 、 -

y☆若返りスマイルエクササイズと
ミ 歯の健康講座

i、 、、
′ ◎

K☆ハロウィンのファミリー食育講座 開

き 、 、 毒
ミ☆産後ママのビューティー講座

『･ 5 5 13

-‐~ン l 革
4 RRR

-r…′
-
′ず‘革

3 ,0 18

1 6 88

-礼45 -
上盤且
13‘93f

1=1h
民需qo t Rn o 9つ民需qo

L qお

Rn o 9つ

l ,二心9

指 標 平成 23年度 平成 29年度

自分の健康状態を健康と感じている人の割

合 (区民意向調査)
8 6 .0 % 9 0 .0 %
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取組①健康に対する啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

11 生活習慣病予防対策
運動、食事、飲酒及び喫煙な浅こついて、健康に及ぼす正しい知識

の習得などを通して、適切な生活習慣に向けての行動変容を促し生活
習慣病を予防します。

健康推進課

2 保健センター健康講座

女性の健康づくりを推進するため、若年女性、子育て中の母親、中高
年女性などライフステージに合わせた女性の健康講座を各保健セン
ターで行います。受講者が健康づくりについて主体的に考え実行できる
よ引こなることを目標に置き、健康課題ごとにカリキュラムを編成し、終了
後も自主的なグループで健康づくりの活動ができるように支援します。

健康推進課

取組② 保健指導･健康診査の充実

議 事業名 取 組 内 容 担当課

1上
特定健康診査･
特定保健指導

国民健康保険に加入している4 0 ~ 74歳の方に、糖尿病等の生活習
慣病に関する健康診査を実施します。その結果、メタポリツクシンドロー
ムの該当者及び予備群には、特定保健指導も実施します。

国保年金課
健康推進課

2 がん検診

がんの早期発見･早期治療のため、がん検診の受診率向上をめざしま
す。特に働き盛りの40歳 ~ 69歳の方に対して、がん検診の積極的な受
診につながる施策を実施します。また、女性特有の乳がん、子宮頚がん
について、普及啓発のキャンペーンに加えて、受診しやすい検診体制
等の環境を整備します。

健康推進課

取組③ 健康保持･増進への支援

謙 事業名 取 組 内 容 担当課

｣1■▲ 保健センター健康講座 再掲(目標酌、課題1、取組①) 健康推進課
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目標V 男女共同参画を推進する社会づくり

課題 1 男女共同参画に関する普及啓発

○男女共同参画社会を実現するためには、 人権の尊重や男女平等に関する意識

啓発が何よりも必要であり、その活動拠点として区立男女平等推進センター

の役割は大変重要です。
0 しかし、 実態調査では、 ｢施設があることを知らない｣ との回答が 75 % となっ

モ瀉り÷セュテタ･-‐"周知接喫緊の菱鸚題降等÷伝法謡欧÷公式コホ-★ページマパ

ンフレット等、 さまざまな媒体を活用して、 施設の P R に努めていくととも

に、 センターの事業内容の充実にも力を入れていきます。
○あわせて、 区内関連団体等との協働のもと、 仕事と生活の調和 (ワーク ･ラ

イフ ･バランス) の実現等、 従来からの啓発講座に加えて、 性的少数者 (性

同一性障害者等) に対する問題など、 今日的な課題を含め、 男女共同参画に

関する普及啓発をより一層拡充していきます。

男女中等驫窒センター啓発譜壗
毎年区内で活動する団体と協力し、 講座を実

施しています。
/‐ “ ＼

2 々÷ 見

☆どう働く? どう生きる? カップルのための
ワーク ･ライフ ･ バランスワークショップ

☆お話と実技
いつまでもいきいき活躍するために

☆家族力U P !
パパの育休 x育休後カフェx パパ子キッチン

☆あなたもできるスピードクッキング

☆杉並にゆかりの女性シリーズ
与謝野 晶子

☆ケアをする人のための
心も体も軽くなるコミュニケーション講座

~鬱船ー褐“~…歪- -̂…-▲-÷!

-

◆

男女平等描准センターの認知應

&〇-α男 nゴアア急A

GQ黛耗 --- - - - - - - - ,.--

40。e$ -…‐------▲‐---‐‐----……“‐““‐｣

184 %
20gB毛▲‐‐--…--‐“-“‐- ------‐- -------

o…一 触遥 騨 “

4妻

艶 蕾
歪 む

い

讃
平成 23年度 杉並区男女共同参画に関する意識と生活実蛙調査

184 %

2.5%

指 標 平成 23年度 平成 29年度

啓発講座の実施回数

(男女共同参画担当)
10 回 16 回
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取組① 区民等に向けた啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 男女共同参画啓発事業
の実施

男女共同参画週間(毎年6月)に合わせ、区役所ロビーにおけるパ
ネル展をはじめ、区内各所へのポスターの掲出、広報紙への啓発記
事の掲載などさまざまな媒体を通じて男女共同参画への啓発活動
を進めます。

男女共同参画担当

2
男女共同参画情報の

収集･提供

男女平等推進センター情報･資料コーナーで、男女共同参画関連
書籍等の貸出･提供を行います。また、常鬱血製な情毎き悦飲にさ
るよう、配架する図書に関しては、センター登録団体、一般利用者等
のリクエストなどをもとに選定し、資料の更新を図ります。

男女共同参画担当

3 O
男女平等推進センター
啓発講座の開催

男女共同参画をさけこ推進し、性別にかかわらず個性や能力を活
かすことができる社会を実現するため、仕事と生活の調和(ワーク･ラ
イフ･バランス)や男性の育児参加等、幅広いテーマや内容で講演
会やワ- クショップなどを開催します。

男女共同参画担当

取組②女性団体等の育成

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 O 男女平等推進センター
啓発講座の委託

男女平等推進センタ 者完二磐応の上面運営を、区内で活動する
女性団体等に委託することにより、活動の場･機会を提供します。

男女共同参画担当

2
男女共同参画のための

団体活動の支援

区内の女性団体等を登録するとともに、活動の拠点として利用して
もらうため、登録団体を中心に男女平等推進センターの集会室等を
貸出します。

男女共同参画担当
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課題 2 男女平等に関する教育 ･学習の推進
/÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷-÷÷ ｢隣

　
　

　　

○学校教育においては、 児童 ･生徒の発達段階、 学習指導要領等に基づき、 社

会科、 家庭科、 道徳、 特別活動など、 学校教育全体を通じた学習を進めてい

ます。
○特に、男女が互いの違いを認めつつ、 個人として尊重される男女の本質的平

等の理念を理解させるとともに、 その具体化を図るための男女平等教育を適

正目日輪進七プモサ鮪きま-す庁ま訴ごつ大権を尊重七男女第臨相互辞でも彦秀二ず蔓封とともに、
家族の一員としての役割を果たしながら家庭を築くことの重要性について、
指導の充実を図ります。

○さらに、 関連団体との協働のもと、 子どもを育てる中で家庭が抱える課題を

共有し、 解決に導くことを目的にした家庭教育講座等を開催するなど、 社会

教育の視点からも男女平等に関する意識の啓発に力を入れていきます。

学校教育の場における男女平等意識

平成1輝くnご蟻30対 ,
し-･聡馨灘麓鬘嚢礎灘讓隧甕魔錮飜露灘鱗覆鬘釀灘凝鞠簾麗鱗隧数1,解.薹.2%

平成洋手短 湫 醸議圓薹鬘鱗薹嶬鑿讓讓露圓箒観葡%

0 % 20 % 4 0 % 6 0 % 80 % 10 0 %

鬘覊轢か存と熟覧誌露認識蛇蟻され漁る
　　　　　　　　　　
ぐてわからぬし、
　　　　

平成23年度 杉並区男女共同◎国に関する意識と生活実態輔査

指 標 平成 23年度 平成 29年度

学校教育の場での男女平等と感じる人の割

合 (男女共同参画に関する意識と生活実態

調査)

6 1,6 % 70 ･0 %

5 1



取組①男女平等に関する学校教育等の推進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 人権教育

学校教育全体を通して人権を尊重する精神をより一層徹底し、
人権教育の本質についての授業研究や先進校の訪問等によっ
て教職員の認識を深めさせ、教育内容や指導方法の改善を図る
ことを目的に人権教育研修を実施します。

済美教育センター

2 家庭教育支援

P 1rAなど保護者の団体が自ら学びの場をつくり、子どもの成長
について理解を深めたり、子どもを育てる中で抱えている課題を
共有し解決していくことを目的に、家庭教育講座を実施します。

学校支援課
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課題 3 推進体制の充実　　　　　　　　　　
○ 行動計画の推進には、 関連団体や企業等との連携 ･協力が不可欠であり、 国

や東京都をはじめとする他の自治体との連携を深めることも重要です。 この

ため、 特別区女性政策主管課長会や都内男女平等参画 (女性) センター館長

等会議の場を通じて東京都や各区市町村との情報交換 ･連携を密にしていき

ます。

共同参画推進区民懇談会｣ を設置し、 幅広く区民等の意見を聞きながら、男

女共同参画社会の実現に向けた取組を推進します。
○ 区役所においても、 区内最大の事業所として、他の事業所のモデルとなるよ

う、 全ての部署において、男女共同参画の理念を考慮した組織や事業の運営

を心掛け、 積極的に行動できる職員を育成していきます。
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取組① 国･都等関係機関との連携による男女共同参画の推進

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

l 国･東京都等との連携
特別区女性政策課長会、都内女性センター館長等会議な

どで 国、東京都、他の自治体との情報交換等を行うこげこま
一 ずん[べ取組についての連携を図ります。り、男女災 ,ツ [ -

男女共同参画担当

取組② 区民･事業者･団体等の協働による男女共同参画の推進

謙 事業名 取 組 内 容 担当課

l O 男女平等推進センター
啓発講座の委託

再掲(目標V、課題1、取組②) 男女共同参画担当

2 男女共同参画推進
区民懇談会

学識経験者や公募区民、地域団体等代表で構成する｢杉
並区男女共岡参 [ ずYふけ戸黛島をA Iを通して、男女共同参
画についての区民意見を取組等に反映させます。

男女共同参画担当

取組③職員の意識啓発

重点
事業 事業名 取 組 内 容 担当課

1 職員の人材育成
男女共同参画や人権問題について、基礎自治体の職員とし
ての理解を深めるとともに、地域や職場における課題を男女
共同参画･人権尊重の視点から捉え、行動できる職員を育成
します。

人材育成課
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成果指標等の数値目標一覧

指標 23年度現況 目標値
(29年度) 出典

目標 I
あらゆる分野で男女が個性
や能力を発揮できる社会づ
くり

社会全体が男女平等に
なっていると思う人の割
合

14.4% 30 ,0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

燈課

1 政策や方針の意思
決定における女性の
参画の拡大

審議会における女性委
員の登用割合 37,1% 39.096

男女共同参画
担当調査

2 地域活動における
参画の場と機会の提
供

社会参加活動を行って
いる人の割合

4 .9% 6.0% 区民意向調査

3 地域防災における 区の防災対策に女性の
責見が反映されていると 氏n n侃 防拶課

カメ^ 内姿珍凹〉ノ鮭匙 感じる人の割合
▲ - - n

目標四
仕事と生活の調和(ワーク･
ライフ･バランス)の実現

仕事と生活の調和(ワ-
ク･ライフ･バランス)の認
知度

44.9% 60.0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

燈課

1 仕事と生活が調和
した働きやすい環境の
整備

生活の中で｢仕事｣｢家
庭生活｣｢地域生活｣をと
もlこ優先している人の割
合

5,9% 25.0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

2 事業者と社会の意
識啓発の促進

職場の中が男女平等で
あると思う人の割合

17,7% 30.0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

目標m
生活上の困難を有する男
女への支援

生きがいを感じている人
の割合(一般区民対象)

80.6% 82 ,0% 区民意向調査

課
題

1 ひとり親家庭への
支援

母子自立支援員の相談
件数

2,832件 3,200件 子育て支援課

2 障害者への支援 年間新規就労者数 89人 115人
障害者生活支援

課

3 要介護高齢者等へ
の支援

生きがいを感じている人
の割合(高齢者対象)

79,296
(22年度) 83.0%

高齢者実態調査

4 就労支援の推進

就労支援センターの支
援による就職者数

2 ,400人
産業振興セン

ター

福祉事務所の就労支援
プログラム対象者数

552人 600人 福祉事務所

6 5



5 6

指標 23年度現況 目標値
(29年度) 出典

目標 N
人権が尊重される社会の形
成

D V被害経験者の中で
誰にも相談しなかった人
の割合

58 .5% 0 ･0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

醒課
1 男女共同参画を阻
害する暴力の根絶

D V被害者が公的機関
に相談した割合

6.6% lo･0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

2 生涯にわたる心と
体の健康支援

自分の健康状態を健康
と感じている人の割合

86.0% 90.0% 区民意向調査

目標V
男女共同参画を推進する
社会づくり

区立男女平等推進セン
夕一の認知度

20,9% 50,0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

･ ,顕 ′ "‘一 入 ′- - ･ l .･.･ ･ ･′

燈

｣ フラメフセl刊“多ト肥戦亡関

する普及啓発 啓発講座の実施回数 10回 15回 男気ノ"刊多 響
担当

2 男女平等に関する
教育･学習の推進

学校教育の場での男女
平等と感じる人の割合

6 1.6% 70･0%
男女共同参画に
関する意識と生
活実態調査

3 推進体制の充実
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